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第 1 はじめに

1 本準備書面の構成等

本｛牛においては、本件申請が設置許可基準規則 3条3項に適合するとした原

子力規制委員会の判断の合理性が争点のーっとなっており（原判決の争点 5）、

呉体的には、本件発電所の耐震重要施設“及び重大事故等対処施設（以下 I耐

震重要施設等」という。）の直下に位置するF-6破砕帯が「将来活動する可

能性のある断層等」ではないとし、また、台場浜トレンチの破砕部が耐震重要

施設等の直下に位置していない（耐震重要施設等の存在する南方へ延伸してい

ない）とした原子力規制委員会の判断の合理性が争点となっている。

本準備書面では、前記の本件の争点を踏まえ、本件発電所の敷地内で認めら

れた断層（主に、 F-6破砕帯・台場浜トレンチの破砕部）に係る参加人の申

請の内容及びこれに対する原子力規制委員会の審理判断及びその過程を明らか

にする。具体的には、まず、前記争点に関係する設置許可基準規則j等における

規制内容及びその合理性について述べるとともに（後記第 2）、断層等の調査

及び評価方法に係る基礎的な知識について説明した上で（後記第 3）、参加入

による本件発電所敷地内の断層に係る調査及び評価（参加人が、どのような調

査を行ってその分布を確認し、連続性を評価したのか、どのような評価手法を

用いて耐震重要施設等の直下に分布する断層について活動性を評価したのか

等）並びに原子力規制委員会による設置許可基準規則 3条3項の適合性審査の

内容及びその判断過程の合理性について述べる（後記第4）。

なお、略語等は、本準備書面において新たに用いるもののほか、原判決の例

キ1 「耐震重要施設Jとは、設計基準対象施設（発電用原子炉施設のうち、運転時の異常な過

渡変化若しくは設計基準事故の発生を防止し、又はこれらの拡大を防止するために必要とな

るもの（設置許可基準規則2条2項7号））のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあ

るその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいものをいう。
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により、原判決に定義のないものについては、原審における被告の答弁書及び

準備書面の例による（本準備書面末尾に「略称語句使用一覧表j を添付す

る。）。

2 争点に係る一審被告の主張の要旨

前記 1のとおり、本件で争点となっている断層は、 F-6破砕帯及び台場浜

トレンチの破砕古IIであるところ、原子力規制委員会は、 F-6破砕帯を含む本

件発電所の耐震Z重要施設等の直下に位置する断層について「将来活動する可能

性のある断層等Jとは認めず、また、台場浜トレンチの破砕音IIについて本件発

電所の耐震重要施設等の直下に位置するとは認められないことから設置許可基

準規則 3条3項の適合性審査の対象となる断層とならないと判断した。これら

の原子力規制委員会による判断の根拠及びその合理性については後記第2以降

において詳述するが、その要旨は以下のとおりである。

( ［）改正原子炉等規制法43条の 3の6第1項4号は、原子炉設置（変更）許

可の基準として、発電用原子炉施設の位置、構造及び施設が核燃料物質若し

くは核燃料物質によって招染された物又は発電用原子炉による災害の防止上

支障のないものであるとして原子力規制委員会で定める基準（設置許可基準

規則）に適合することを求め、設置許可基準＝規則3条3項は、 「耐震重要施

設（中Ii洛）は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。」

と規定している。そして、設置許可基準規則の解釈別記 1の3は、｜司項の

「変位が生ずるおそれがない地盤に設けJるとは、耐震重要施設を将来活動

する可能性のある断層等の露頭がないことを確認した地盤に設置することを



いうとしている。は

(2）参加人は、各種調査の結果、本件発電所の耐震重要施設等の直下の地盤に

位置する破砕帯として、 F-1破砕帯ないしF-6破砕帯及びA破砕帯ない

しE破砕帯の合計 11条の破砕帯の存在を確認した。その位置関係は、図 1

のとおりである。

［図1 本件各原子炉施設と破砕帯の位置関係図（丙第61号証の 1・15ページに一部加筆） ］

ヰ2 設置許可基準規則の解釈別記 1の3は、 同規則「3条 3項に規定する『変位』とは、将来

活動する可能性のある断層等が活動することにより、地盤に与えるずれをいう。 」、－「上記

の『将来活動する可能性のある断層等』とは、後期更新世以降（約 12～1 3万年前以降）

の活動が否定できない断層等とする。」、 「『将来活動する可能性のある断層等』には、震

源として考慮する活断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持基盤

まで変位及び変形が及ぶ地すべり面を含む。 Jとしている。
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ア 参加人は、 F-6破砕帯について、本件発電所敷地内の各所で実施した

トレンチ調査等の結巣得られたデータに基づき、各積評価手法を用いてそ

の活動性評価（後期更新世以降（約 12ないし 13万年前以降）の活動が

否定できない断層等であるか否かの評価。以下同じ。）を行った結果、少

なくとも後期更新世以降に活動しておらず、 「将来活動する可能性のある

断層等j に当たらないと評価した。

すなわち、参加入が実施した「多重逆解法J （後記第3の2(3）ウ.2 

7ページ参照）等の断層等の活動性に係る調査により、本件発電所の敷地

内で確認されたF-6破砕帯は、 4つの「活動ステージJ （両参照。古い

時期から！｜｜員に「イ」→「口J→「ハ－ 2 J→「ハ－ 1 J ）に区分され、ま

た、新たに掘削した南側トレンチで認められたF 6破砕帯においても、

「ロj、 「ハ－ 2J及び「ハ 1 Jの「活動ステージjが確認されたtで、

その最新活動ステージである「ハ l」が約 23万年前に生成された火山

灰等から成る地層に変位変形を与えていないことが確認された（後記第3

の2(3）ア・ 25ページの「上載地層法J）。参加入は、これらにより、

F 6破砕帯が、少なくとも約 23万年前以降より新しい時期に活動して

いないことを確認したとしている（図2参照）。
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3. F-6磁砕帯の連続性控誼

0ボーリング調査、トレンチ問責において惚
認された破砕部について、付近のF-6
破防駒刑制こ合致するものをF-6破
砕都として1白出

司 iヒ縞（J陥 13孔街縞はN:>9fU孔南ま
で650m以よの破硲帯であるζとをb自2
（＝資料：p40～p47)

, 
5. :t1t拶師法による古広古損金控討

O敷地穴］の破b宇都の条線級熊吉果等にさきて丸、て、
多重逆解法（Yamaj(2瓜恥之氏灼b））により古応
力燭を求め‘活動ステージの検討を実施
（＝。資』ヰ；p59～1時O‘p64～泌5)

〈目的〉
·Cltl~百向ζ対応するぢ応力llを求める己と
・ 置関されたF-6&}'.l~郁が、 －.iJO)tJ聖l'辛帯であることを
Ii関すること

目

↓ 
活動ステージの区分

母勲地司で~r~さ11/.:F - 6破砕宇野（J
fイJ「「口J-t『I¥-2J→「I、－ 1 J 

の順に4羽）j謝ステージ！こ区分さhiこ
（＝争資料：p66～p68)

-l 

4. F-6臨砕帯の活動特険討

。薄片観療によるI！店物脈のb自習を実施

司山Hiトレンチで盟められ／；：.F-6磁砕帯のA祈面に（;I緑泥石／
スメクタイト混合嵐広物の結晶が脈状に充i札ており、その結
晶（;J破砕されていら1、

I ~ 
S 既往トレンチ直下の防3孔 l日鉱閉瓦に近1乱人肋2孔で認め
ら~'11ζF由6破砕帯のiUfi面によってrr.；尼石／スメクタイト混合
層jfj;物脈が釘断されてい匂い．
（司資料：p48～p58)

ト惨

『』』』』』－－

｜ 少·tJくも後期更~fi@P.$紛活動（;I間防l1恥 ｜ 

‘’ 
主孟勅ステーうの変遷

O山市トレンチの露頭及び薄片によるj純金観察在実施、
＝辛fィ：；ち検すれJ→「ロ：左泌す竹J→＇＂：右 織ずれ（1、－
会に回当）Jの運動センスの変遺

Oボーリングによる破砕gl3Q:)銀東
当 t、1osJLIこよりのいIJの鎚勅1「I＼・2Jの条”を切る
（＝長~~： p61～p63)

J 
Lよ盤批虚誌年よ丞孟勤住金謹直

0犬飯敵地穴l破砕帯有識者会合受員rn1~により、 既往トレン
テ南側（こ卜しンチ（南i問トレンチ）を！院削

ー南側トレノチにおいて確認さ1河fこF-6破砕帯（J hpml火
山灰（杓23万年前）の降灰層準を含むよ~l色層に支位変
形を及ぼしていむい．（司資料：p70～p73) 

コ金
・商慣IJトレンチて~nめられたF-6破砕帯において（J 、 「町、 「I\- 2~、 「／＼－ I Jの活動ステージがE酷号された．

・雨fltlJトレンチにおけるF-6破6械の品新活動スァージ「／＼ －： 1 J(Jhprnl （約23万年前）の降灰層準を含むよ
載地層に変位変形を及ぼしていはい．（司貧料：p74) 

よ
亘斗三云重量蓋企活動畳霊血盟諸

F-6破砕帯（J少むくとも後期更新世以降に活動していない

［図2 参加入によるF-6破砕帯の活動性評価（丙第 61号証の 1・24及び25ページ）］

原子力規制委員会は、参加人が行った各種調査の結果、耐震重要施設等

を設置する地盤における断層の活動性評価手法等が適切であり、F-6破

砕帯は、 「将来活動する可能性のある断層等」に該当せず、設置許可基準

l
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規則 3条 3項に適合していること等を確認しているところ、かかる判断に

は合理性が認められる。

イ また、参加入は、 F 1破砕帯ないしF-5破砕帯及びA破砕帯ないし

E破砕帯について、各種評価手法を用いてその活動性評価を行った結果、

これらの破砕帯についても、少なくとも後期更新世以降に活動しておらず、

「将来活動する可能性のある断層等」ではないと評価した。

原子力規制委員会は、これらの破砕帯についても、 F-6破砕帯と同様、

設置許可基準規則3条3項に適合していること等を確認しているところ、

かかる判断には合理性が認、められる。

(3）参加入は、本件発電所敷地内において、前記（2）の各破砕帯のほかにも、

断層等の存在を確認したが、これらの断層のうち、本件の争点となっている

台場浜トレンチ内で認められた破砕部（ a、b＆びc）については、各種調

査の結果、いずれも耐震重要施設等の直下まで連続していないことを確認し、

設置許可基準規則 3条3項の適合性審査の対象となる断層ではないと評価し

た。

原子力規制委員会は、参加人による調査結果から、台場浜トレンチ内で認

められた前記各破砕部は、いずれも耐震重要施設等の直下まで連続していな

いことを確認し、設澄許可基準規則3条 3項の審査に当たり、台場浜トレン

チ内で認められた前記各破砕部を審査の対象とせず、申請内谷が同項に適合

していること等を確認したところ、かかる判断には合理性が認められる。

第2 設置許可基準続員lj等における地盤の変位に係る規制内容及びその内容が合理

的であること

1 設置許可基準規則等における地盤の変位に係る焼制内容（原審被告第29準

備書面第 1の1・3ないし 12ページ参照）

( 1）改正原子炉等規制法の規定等

nru 
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改正原子炉等規制法43条の 3の5は、 「発電用原子炉を設置しようとす

る者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなけれ

ばならないj と規定し、同法43条の 3の6第1項4坊は、発電用原子炉の

設震の許可の前提として、 「発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃

料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災

害の防止土支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合

するものであること」を要する旨規定しているところ、かかる規定は、設置

変更許可においても準用される（同法43条の3の8第2項）。そして、同

号の「原子力規制委員会規則で定める基準j とは、設置許可基準規則で定め

た基準を指すこととされている（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律等に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等。乙第 1

1 4号証・ 20ページ）。

このうち、敷地内断層等に関する規定として、設置許可基準規則3条3項

は、以下のことを要求している。

(2）設置許可基準規則3条3項について

ア 設置許可基準規則3条3項の規定内容

設置許可基準規則 3条3項は、 「耐震重要施設（引用者注：脚注 1参

照） （中略）は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならな

い。 Jと規定している。これは、耐震重要施設の基礎地盤が、建物・構造

物を十分に支持することができ（同条 1項）、地震時の変形も無視し得る

程度であったとしても（同条2項）、基礎となる地盤に露出する断層”等

が動いた場合、そこに段差が生じるなどして、建物・構築物や内部の機器

等が損傷するおそれがあることから（図3参照）、設けられた規定である。

キ3 f断層Jとは、様々な原因により地層中に生じた割れ目のうち、その面を境にして両側の

地層面にずれを生じているものをいうが、詳細については、後記第3の1を参照されたい。
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｛図3 断層活動による地盤のずれ（乙第 14 7，号証・ 21 9ページ）

イ 「変位」について

設置許可基準規則3条 3項に規定する「変位Jとは、 「将来活動する可

能性のある断層等Jが活動することにより、 地盤に与えるずれをいう。

そして、ここでいう 「将来活動する可能性のある断層等Jとは、後期更

新世以降（約 12ないし 13万年前以降）の活動が否定できない断層等を

いい、 「震源として考慮する活断層」のほか、 「地震活動に伴って永久変

位が生じる断層」に加え、 「支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり

商Jが含まれる（設置許可基準規則の解釈別記 1の3。図4）。

将来活動する可能性のある断層等

震源として考慮する lI 地震活動に伴って永久 II支持地盤まで変位及び
活断層 ｜ 変位が生じる断層 II変形が及ぶ地すベり菌

司圃ーーー・圃圃圃司..... 晶ーー－・E・－園ーーーー晶画ー田園田園ーー－ー－－－－ーーーーーーー...，.
『地銀JIこ関する要求｛第3条及び第38条）の対象

「地震』（：－ふるl!H毎の防止

に関する袋求（熊4条及
ひ第39i;:）の対象

｛図4 設置許可基準規則における将来活動する可能性のある断層等の位置づけ〕

「将来活動する可能性のある断層等」であるか否かの認定は、過去の断

層活動の履歴に基づいて、これに該当するかどうかを判断して行う。
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前記の「将来活動する可能性のある断層等Jの認定に係る地質審査ガイ

ド及び地質審査ガイドの解説の内容については、！京審被告第23準備書面

第2の2(3) ( 1 7ないし 23ページ）のとおりである。

ウ 「変位が生ずるおそれがない地盤に設け」ることについて

設置許可基準規則3条3項の趣旨は、前記アのとおり、耐震重要施設の

基礎となる地盤に露出する断層等が動いて段差が生じることにより、その

段差（変位〉によって建物・構築物や内部の機器等が損傷すること（前記

図3のような事態が生ずること）を防止することにある。このような趣旨

に照らすと、設置許可基準規則 3条3項が対象とするのは、原子炉施設敷

地内外に存在するあらゆる断層ではなく、耐震重要施設の直下の地盤に露

出する断層に限られるごととなる。

そこで、設置許可基準規則の解釈別記1の3は、 「第3条第3項…に規

定する「変位が生ずるおそれがない地盤に設けj るとは、耐震重要施設が

将来活動する可能性のある断層等の露頭がある地盤に設置された場合、そ

の断層等の活動にょうて安全機能に重大な影響を与えるおそれがあるため、

当該施設を将来活動する可能性のある断層等の露頭が無いことを確認した

地盤に設霞することをいう」 （乙第11 3号証・ 12 7ページ）としてい

る。

2 設置許可基準規則等における地盤の変位に係る規制内容は合理的であること

前記 1のとおり、本件処分における審査は、改正原子炉等規制法、設置許可

基準規則及び設置許可基準規則の解釈を基にするとされているところ、設置許

i3J基準規則及びその解釈は、福島第一原発事故の教訓を踏まえ、地盤、地震及

び津波の分野については、原子力規制委員会の発足前後を通じて、地質学等の

各専門分野の学識経験者の専門技術的知見に基づく意見等を集約した上で策定

されたものである（改正原子炉等規制法の改正の概要や新規制基準の全体像に

ついては原審被告第4準備書面を参照）。このような策定経過から明らかなと
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おり、同規則は、各専門分野の学識経験者の有する最新の専門技術的知見を集

約して策定されたものである上、同規則3条3項について見れば、地盤が変位

することを認めないという、それ白体、保守的な要求を内容とするものである。

したがって、設置許可基準規則及びその解釈で定められている地盤の変位に係

る規制内容は、厳新の科学的・技術的知見を踏まえた安全面に十分配慮した保

守的なものであり、合理的なものである。

第3 断層等の調査及び評価手法に係る基礎知識（原審被告第 23準備書商第2・

1 3ないし 52ページ参照）

1 断層及び破砕帯について

断層とは、綴々な原因により地層中に生じた割れ目のうち、その面を境にし

て両側の地層面にずれを生じているものをいう（図 5参照）。断層を挟んで両

側の岩盤がずれることとなるため、地表面において、断層を挟んで高低差が生

じる場合もある。一般に、断層内には周聞の岩盤が破砕した断層角磯（断層運

動勺こ伴う破砕によって生じた角ばった磯（岩片））や断層ガウジ（断層運動

に伴う破砕によって生じた細粒・未回結の断層内物質）を帯状に挟むことが多

い。

破砕帯とは、主に断層運動に伴い岩石が機械的に破砕され、不規則な割れ目

の集合体を成し、断層角磯や断層ガウジなど、から構成されるあるl掘をもった帯

をいう。なお、破砕帯の構造は、一般的な「断層Jと同様である。

本4 地下の岩擦に力が加わると、岩石の破壊強度を超えた時点で破断が起き、破断面両担rjの岩

盤に食い違いが生じる。地中のある l点でこのような破断が生じると、問辺の領域も最初の

破壊点とほぼ同じ状況にあるため、 同様の現象がドミノ倒しのように周囲へと伝播する。

その結果、ある広がりをもった岩盤の食い違い面、すなわち断層面が形成され、やがて破壊

は停止する。かかる一連の現象を「断層運動Jという。
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［図5 断層露頭のスケッチ例 日本原燃（令和2年8月24日 資料 1-3・68ページ）

https://www2. nra. go. jpidisclosure/meeling/ETS/202008. htmlに一部加筆 ）

2 断層等の連続性ないし活動性に係る調査及び評価手法

( 1）はじめに

ア 断層等の連続性について

断層等の連続性（断層がどこまで続いているか。）を評価するためには、

地盤の中で断層等がどのような形状をしているか、すなわち、敷地内に分

布する各断層等の連続性を三次元的に把握する必要がある。そのために、

後記（2）の各種調査を行い、調査によって実際に断層等が認められなくな

る箇所を確認し、断層等の端点を決め、これによ り断層等の連続性を判断

することとなる（図6の左側）。

イ 断層等の活動性について

連続性が確認できた断層等のうち、耐震重要施設や重大事故等対処施設

円
，
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の基礎岩盤に露頭’5する断層等については、その活動性（後期更新世以降

（約 12ないし 13万年前以降）の活動が否定できない断層等であるか否

か。）を評価する必要があり（設置許可基準規則の解釈別記1の3参照）、

そのために、後記（2）の各種調査手法を用いて得られた情報を前提に、後

記（3）の評価手法等を用いてその断層等が最後に活動した時期を判断する

（図6の右側） 。

・断層の連続性評価 く〉断層の活動性評価

文献調査 断層等

変動i也形学的調査

地表地質調査

3s民対家

ボーリング調査
上敵地層法等

将来活動する可能性のある断層掃のF岡町

トレンチ調査等

4条対象

活動性が否定できない治会l;I

地貧困の作成
地下への延伸確認 ．

震源として埼位する；剖11n，のJI断

適宜繰返し

［図6 敷地内断層の一般的な調査フロー図］

(2）断層等の連続性評価のための調査手法に関する基礎知識

ア文献調査

キ5 「露頭Jとは、 地層及び岩石が地表に露出している場所や露出している状況をいう。断層

等が表土に覆われずに露出しているため、断層等を直接観察したり、試料を採取したりする

ことができる。通常は、崖や切土のような断面において確認される。
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関連する既往知見を収集・整理する調査である。

敷地内や敷地近傍の地形、 地質・地質構造に関する既往研究

詳細な調査に入る前に、

具体的には、

敷地や敷地近傍に認められたリニ及び広域の地質図l隔（地質図）等から、

構造に関する情報（面の傾斜方向やずれの方アメン ト16や断層等の位置、

~（f;jll' 

リ ー 、例It

} f 司／＇;, 

;4 世ヤ
f. ¥ 
・可h

f-
砂 川，

断層等の活動性に関する情報についても収集

。図7参照）

併せて、を整理する。

（以上につき、

向等）

する

・ 耐 h市． 新編日本の活断層（部分）
活断層研究会、1991
（東京大学出版会）
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中央構造線に沿うリニアメントの判読例（大鹿村中央構造線博物館HPより； htt PS 

://mt I-muse. com/mtl/aboutmtl/mtl activefaul t/) ] 

［図7

とは、地形図、空中写真等で判読できる直線又は緩やかな弧状に配列す「リニアメントj

る地形的な特徴のことをいう。 具体的には、直線状に連続する谷や、組織的に並んだ崖、植

生の境目などがこれに該当する。 断層等に関連した地形である場合もあるが、その成因は様

々あり、必ずしもリニアメントが断層等に対応するものとは限らない。
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イ 変動地形学的調査

調査地域内において空中写真の判読等を行い、変動地形のー可能性のある

もの及び地殻変動に起因する可能性のあるリニアメントを抽出するための

調査である。敷地内や敷地近傍の詳細な地形情報を基に、断層の可能性の

ある地形を抽出するために行うものであり、具体的には、航空写真の立体

視や、航空レーザー測量打等により作成された地形DE Mデータ柑等を用い

て、断層の疑いのある地形やリニアメントを判読して、断層の分布を想定

する。地表に断層が分布する場合、断層面を境とした地表高度のずれや、

岩が破砕された断層部で選択的に侵食（削剥）が進む特徴から、リニアメ

ントや崖などの特徴的な地形が断層に沿うように判読できることがある

（断層に沿って地表の変伎が現れる断層変位地形や、断層に沿った侵食作

用による断層組織地形を読み取る。）。図 8参照）。

キ7 「航空レーザー測量j は、高精度の位置言lil¥IJシステムを備えた航空機から、地表に向かっ

てレーザーを発射し、面的に距離を計測するものである。その上で、計測したデータの中か

ら、楠生の表尚で反射したデータを除外し、地表まで到達したデータのみを選出（フィルタ

リング）することにより、植生Fの地形而の標高データを得て、航空写真では確認が凶難な

微細な変動地形を判読することができる。

キ8 「地形DE Mデータ」とは、数値標高モデル (Digital Elevation Mode lの略）のことを

いう。地表面の地形のデジタル表現であり、精密な地形の起伏が表現できるため、断層地形

などの判読に用いられる。
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［図8 活断層によって形成された地形の例：地震調査研究推進本部HP】

ウ 地表地質調査

敷地内や敷地近傍の地質状況を精査するために、地表に露出した地質を

観察・計測すーること等により行う地質調査のことをいう。 具体的には、地

形判読や地質調査を習得した技術者が地表を踏査して、 実際に地形や地質

・地質構造を直接確認することのできる露頭等において、 地層や断層構造

を観察・スケッチし、走向傾斜”等の構造データの記録や、年代分析用の

試料採取等を行う。

ヰ9 「走向傾斜Jとは、 地層面や断層面などの向き・姿勢を表す。対象とする断層等の面と水

平面との交差線の方位（方向） ( 3 6 0度）を走向、対象とする断層等の蘭と水平面の成す

角（対象とする断層等の面が水平面から何度下側に傾いているか） (0ないし 90度）を傾

斜という。
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エ ボーリング調査

地表から地中に円筒状p穴を掘り、地下深部の地層の試料を採取して地

下の状態を調べる地質調査をいう（図 9）。地表では、土壊や植生により、

地質を直接観察できる露頭が限られるため、地下の地質情報が必要となる

地点において、 ボーリング調査が実施される。ボーリング調査では、地下

の岩石を円柱状の試料として採取でき、これにより、 地質や断層の分布を

直接確認することができる。断層の連続性を確認するに当たっては、既に

確認ができている断層面の姿勢（走向傾斜）を基に、三次元的に面の延長

が想定される位置でボーリング調査を行い、 同断層が分布するか否かを確

認する。

【図9 ボーリング調査］

オ 卜レンチ調査 ・ピッ ト調査・試掘坑調査

トレンチ調査及びピッ ト調査とは、 既往の調査結果を基に断層等の地表

n
J白n，

白



延長位置を想定した上で、その位置の周辺を掘削し、人工的に露頭を造り

出すことで、地質状況や断層を直接確認する調査手法のことをいう。トレ

ンチ調査は、溝（トレンチ）状に地面を掘削し、地層を露出させる調査手

法であり（図 10）、ピッ ト調査は、縦穴（ピッ ト）を掘削する調査手法

である。

試掘坑とは、原子炉施設を建設する前に、施設を設置する場所の地質構

造や岩盤強度を調べるために、施設の設置予定場所の直下付近に掴削した

地下のトンネルのことをいい、試掘抗調査とは、試掘抗において地質状況

や断層を直接確認する調査手法のことをいう。

これらの調査でーは、地質や断層を直接観察することができ、これにより、

断層を挟んだ地層のずれ方や地層の年代などを調査して、断層の構造や活

動性に関する情報を得ることができる。

／ 

_, 

活断層のトレンチi問査の様子〈狼Ill山断層帯〉

【図10 

~ 
｛写真提供愛知県防災会議地震：：~会〉

トレンチ調査］

力 地質図の作成 、

地質図は、各種調査結果を基に断層の連続性等を整理した結果を図面に

示したものである。具体的には、前記アないしオの各種調査等により確認

向
〈

u
n
J
b
 



された地質分布や断層の位置・配置（点の情報）を、平面図キ10や鉛直断面

図に整理した上で、地質技術者による解釈を付して、断層の連続性を含む

地質構造を三次元的に表現したものである（而の情報。図 11参照）。

一旦地質図を作成した後、新たな調査によって新しい情報が得られた場

合には、そのたびに地質闘を更新することとなり、これにより、地質図の

精度は向上することとなる。

なお、地質図に描画される断層構造には、地表露lijlやボーリング調査で

得られた試料から直接確認されたものもあれば、地質分布等の連続性から

推定されたものもある。原子力関連施設の敷地内調査においては、基礎岩

盤スケッチやボーリング調査、トレンチ調査等を踏まえて地質構造や断層

分布を精査することとなるため、原子力関連施設の敷地内調査において作

成される地質図に描画される断層は、全て前記のような調査により直接確

認されたものである（参加入による本件申請も同様である。）。

キ10 地質図を作成する場合、地表の地質分布を平岡図として地図状に描画するのが一般的で

あるが、断層の連続性の把握を目的とする場合には、その連続性を認識しやすくするために、

鉛直方向に起伏のある地表面ではなく、特定の襟高での平面スライス断面を仮定して、地質

図を描画するケースもある（例えば、図 I及び 18参照）。
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［図 11 新潟県三島谷の地質図（上）及び断面図（下）

「新版地質図の書き方と談み方、古今書院、 l987 Jより ］ 

(3）断層等の活動性評価のための評価手法に関する基礎知識

ア上載地層法（図 12参照）

一般的に、地層は土砂等が堆積し、積み重なって形成されるため、基本

的には、上部にある地層は、下部にある地層より年代が新しいことになる。

また、地層中に存在する火山灰等の中には、降灰年代が判明しているもの

がある。

連続する地層の一部に断層等があった場合、同地層の上部に降灰年代が

特定できる火山灰等が存在し、かつ、同断層等が前記火山灰等を含む地層

にずれや変位等の影響を与えていなければ、同断層等の活動後に前記火山

rhJυ 
q
L
 



灰等を含む地層が堆積して形成されたものと推定されるため、通常、同断

層等の活動時期は、前記火山灰等の降灰時期よりも古いということがいえ

る。

そのため、断層等の上部に連続的な地層が十分に存在する場合、当該地

層の年代を降灰年代が判明している火山灰等により特定し、当該地層にず

れや変位等が認められるか否かにより当該断層等の最新活動時期を評価・

判断するのが基本である。

－具体的には、断層等の最新活動時期の評価に資する地層の存在が推定さ

れる場所にトレンチを掘削し、 壁面に連続的な地層断面を出現させ、当該

断層等の活動によるずれや変位等が認められた地層及び当該地層を覆って

堆積した地層の形状、それらに含まれる火山灰等の鉱物の堆積状況等を観

察し、スケッチする。そして、当該断層等によって変位等を受けていない

地層の形成年代を特定することにより、当該断層等が少なくともどの時期

以降動いていないかを評価する方法が用いられている。かかる評価方法を

上載地層法といい、この手法は、断層の活動性を評価するオーソドックス

な調査手法であり、かつ、最も直接的な評価が可能な方法である。

地質時代

［図 12 上載地層法を用いた断層活動性の判断の概念図） 〕
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イ 切り切られの前後関係（Lawof crosscutting) 

この評価手法は、ある断層等と他の断層等を比較し、いずれがより新し

い時期に活動した断層等であるかを特定する方法である。

例えば、図 13のように、 断層Aと断層Bが存在し、 断層Bがもう一方

の断層Aを切断していた場合、切断した方の断層Bが、断層Aの活動より

も新しい時期に活動したと判断することができる。この場合、仮に、上載

地層法（前記ア）等により、断層Bにつき後期更新世以降の活動性が否定

できたとすると、断層Aについても、断層Bと同様に後期更新世以降の活

動を否定することができる。

断用B

【図 13 断層同士の切り切られの関係の模式図 ：断層Bが断層Aをずらしている（切ってい

る）ので、断層Bがより新しい活動でできたと判断できる。 ］

ウ 多重逆解法

断層等の調査により計測される断層等のずれのデー夕、例えば、断層等

円
，

tq’u
 



、 －

の走向傾斜（脚注9）や条線’II等から、断層等を動かしてずれを生じさせ

た応力場＇ 12を推定する数値解析法をいう。ここに、応力場は時代により変

化するものであるところ、複数の古応力場のうち、 一つの応力場による断

層等の活動期間（活動時期）のことを、断層等の活動ステージという。

多重逆解法についてより詳細に説明すると、次のとおりである。

すなわち、ある走向傾斜（脚注9）を示す断層等が、ある応力場に対し

てどのような方向にずれるかについては、力学の法則を用いて理論的に求

めることができる。そして、断層等がずれた場合、断層面にはずれに応じ

た擦り傷（条線）が形成されることがある。 「逆解法Jとは、かかる断層

等のずれのデータと応力場との関係に基づき、断層等が動いた当時の応力

本lI 断層の鏡肌（断層運動に伴う摩擦のために断層の両側の岩盤上に生じた光沢のある而）

に見られる擦り傷をいう。

キ12 「応力場Jとは、地層にどのような力が加わっているかを示すもので、水平方向を基準

にして押されていれば圧縮応力場、引っ張られていれば引張応力場という。応力場の変化

は、 プレートの運動に関係してお り、日本のような沈み込み帯では、海洋プレートの沈み

込みの方向と角度が応力場を変化させると考えられている（図 14）。なお、現在ではな

く昔あった応力場のことを、古応力場という。

［図 14 圧縮応力場の例（出典 ：国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センタ

ーホームページに加筆） ］
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場（古応力場）を推定する解析手法のことをいう。

かかる「逆解法j は、解析対象となる断層等のずれのデータが単品の応

力状態（すなわち、単一の活動ステージ）により生じたと仮定した場合に

は応力場（古応力場）の解析方法として適切である。もっとも、応力場は

時代により変化するものであり、複数の古応力場（すなわち、複数の活動

ヌテージ）が存在し得るため、断層面で計測した断層等のずれのデータに

は、複数の古応力場による断層等のずれのデータが混在していることが多

い。ところが、 「逆解法Jでは複数の応力場ごとのずれのデータを区分す

ることができない。そこで、解析に用いるデータセット中に複数の古応力

場に係るデータ（すなわち異なる活動ステージのデータ）が混在する場合

であっても、各応力場をまとめて分析し、活動ステージをグループ分けす

ることができる手法として用いられるようになったのが「多叢逆解法j

(Yamaj i, 2000＇＂）であるき 140 

多重逆解法による解析の結果、複数の古応力場が推定されたとしても、

各々の古応力場の年代や順番は不明であり、どの古応力場が最新のもので

あるかは、多葉逆解法により直接判断することができない。そこで、前記

イの断層等の切り切られの前後関係等の情報をも分析することで、多重逆

解法により推定された複数の古応力場（断層の活動ステージ）の前後関係

が分かることがある。すなわち、多重逆解法によって、複数の断層等のず

れのデータを活動ステージごとにグループ分けすることができるところ、

各グループに属する断層等のずれのデータ（条線等）について切り切られ

の前後関係を特定できれば、各グループにおける活動ステージの前後関係

キ13 Yamaii, A. 2000, The multiple inverse阻巴thod:a new tcchique lo separate stresses f 

rom heterogeneous臼 faultslip data. Journal of Structural Geology, 22, 441-452. 

キ14 「多重逆解法Jの概要については、丙第 61号証の 1・64及び65ページ参照。

-29 -



を推定することができる（例えば、グループAに属する条線①とグループ

Bに属する条線②につき、切り切られの前後関係から条線①の生成時期が

より新しいことが分かれば、グループAの活動ステージがグループBの活

動ステ←ジよりも新しい時期であることが分かる。）。

3 敷地内破砕帯及び調査地点の位置関係

以下の図 15ないし図 17で、本件発電所の敷地内に認められた全ての破砕

帯とトレンチ等の位置関係を示す。

，、．

［図15 敷地内の主要な調査地点と破砕帯 丙第61号証の 1・4ページに一部加筆］

＼ 
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敷地内破砕帯に関する参加人の申請及びこれに対する適合性審査 （原審被告第4

第8準備書面参照）

参加人の申請及びこれに対する適合性審査の概要

( 1）参加人の調査内容及びこれに基づく評価の概要

参加人は、本件発電所の敷地内の地質・ 地質構造について検討するため、

文献調査、変動地形学的調査、 地表地質調査、ボーリング調査、試掘坑調査、

ピッ ト調査及び磁気探査等を実施した（丙第63号証 ・6-

3 -1 0 3ページ。なお、参加人の令和 4年 5月 24日付け準備書面（I)

（以下「参加入控訴審準備書面 (1）」

トレンチ調査、

7ページ参照） 。その結果、という。）

4号炉付近に63、耐震重要施設等の直下に位置する敷地内破砕帯として、

2号炉付近に5つ

の破砕帯（A破砕帯ないしE破砕帯）を確認した。これらの破砕帯の走向は、

おおむね南北方向及び北東一南西方向を示している。

1、を、つの破砕帯 （F-1破砕帯ないしF-6破砕帯）

内’’

u
n《
U



［図 18 大飯発電所地質水平断面図（E. L. + 3 m) 

丙第61号証の 1・15ページに一部加筆

参加人は、幅3cm.＼？｝，下の破砕帯については連続性に乏しいと判断される

ことから、連続性の検討の対象外としたが、抽出した各破砕帯の端部位置の

確認には、幅 3cm.¥J, Fの破砕帯を含めて検討した。これらの破砕帯の中で

最も延長が長いものと確認されたのがF 6破砕帯である（丙第63号証・

6 3-120ないし 6-3-125ページ）。

また、参加人は、本件発電所の敷地内のその他の破砕帯として、台場浜ト

レンチ調査により認められた破砕部等を確認した。

参加人は、耐震重要施設等の直下に位置する 11条の破砕帯（F 1破砕

帯ないしF 6破砕帯及びA破砕帯ないしE破砕帯）について、それぞれ活

動性評価を行い、いず、れの破砕帯についても、少なくとも後期更新世以降活

動しておらず、将来活動する可能性のある断層等ではないと評価した。他方、

参加1人は、台場浜トレンチの破砕部（ a、b及びc）を含む本件発電所の敷

地内にある前記 11条の破砕帯以外の破砕帯については、耐震重要施設等の

直下に位置する破砕帯ではないと評価し、これらの破砕帯を設置許可基準規

則3条3項が対象とする断層等、すなわち将来活動する可能性のある断層等

であるか否かの検討対象に含めなかった。

(2）原子力規制委員会の審査の概要

前記 (1）の参加人の調査内容及びこれに基づく評価に対し、原子力規制委

員会は、参加人が耐震重要施設等のi直下に位置する破砕帯であると評価した

1 1条の破砕帯（F I破砕帯ないしF 6破砕帯及びA破砕帯ないしE破

砕帯）については、それらがいず、れも本件発電所の耐震重要施設等の直下に

佼置するものであることを前提に、設置許可基準規則 3条3項の適合性審査

として、耐震重要施設等が変位が生ずるおそれがない地盤に設けられている
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か否か、すなわち、前記各破砕帯が将来活動する可能性のある断層等である

か否かという観点から審査を行った。他方、原子力規制委員会は、前記の 1

1条の破砕若手以外の破砕帯（台場浜トレンチの破砕部a、b及びclについ

ては、そもそも同項が対象とする断層であるか否か、すなわち、これらの破

砕帯が耐震主主要施設等の直下に位置するものであるか否かという観点から適

合性審査を行った。

本件発電所敷地内の破砕帯に関しては、後記2のとおり、参加入が本件申

請をする以前に本件申請に対する適合性審査とは別に設置された大飯破砕帯

有識者会合による調査及び評価がされているところ、その評価は、原子力規

制委員会の適合性審査を拘束するものではないものの、同審査を行う｜際に重

要な科学的知見のーっとして参考とすることとされており（乙第 51号証）、

原子力規制委員会は、大飯破砕帯有識者会合による評価（破砕帯評価書（乙

第49汚註））を踏まえ、本件申請に対する適合性審査を行っている。

(3）小括

参加入の申請及びこれに対する適合性審査の概要は以上のとおりであると

ころ、以下では、原子力規制委員会の審査の経緯及び過程の概略を踏まえ、

①F 6破砕持、②P 1破砕帯ないしF 5破砕帯及びA破砕帯ないしE

破砕帯、③台場浜トレンチの破砕部（ a、b及びc）のそれぞれにつき、参

加入の申請内容（調査及び評価）及びこれに対する原子力規制委員会の適合

性審査の内容について述べた上で、原子力規制委員会の判断が合理的である

ことを明らかにする。

2 原子力規制委員会の審査の経緯等について

川本件申請に至る経緯

本件発電所の設置許可時の各種調査によって、本件発電所設置予定位器付

近の地盤には、 15本の破砕荷が存在することが確認されており、そのうち

最も長いF 6破砕帯については、トレンチ調査等の結果から、安全評価上
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向題となるものではないと判断されていた。その後、旧原子力安全・保安院

が、耐震パックチェックの一環として全国の原子力発電所の敷地内の破砕帯

について評価を再整理した結果、平成24年7月、本件発電所について、専

門家から、 F-6破砕帯の活動伎を完全に否定するためには現状の資料では

十分ではないことが指摘された。これを踏まえ、！日原子力安全・保安院は、

l参加入に対して、 F 6破砕帯の性状を直接確認するための適切な場所を選

定した上で、必要な調査を実施する旨等の調査計画を策定することを指示し

た（以上につき、乙第49号証 ・4ないし 7ページ）。

前記経緯を踏まえ、本件発電所敷地内の破砕帯について現地調査を実施す

るとともに、昭和 60年の設置変更許可申請時以降の安全審査における資料

等を用いて、同破砕帯が将来活動する可能性のある断層等であるかどうかの

評価を行い、その結果を原子力規制委員会に報告することを目的として、原

子力規制委員会内に大飯破砕帯有識者会合が設置された（大飯破砕帯有識者

会合の役割、構成及び参加人の申請に対する適合性審査との関係については、

原審第8準備書面第2の1・8及び9ページ参照）。

(2）大豊田皮砕帯有識者会合について

大飯破砕帯有識者会合は、平成 24年 10月に事前会合を行い、その後、

同年 11月から平成25年 11月までの問に、参加入に対し、活動性評価を

するためには更なるデータが必要であるため追加調査の必要があることを指

摘するとともに、現地調査を 3回、評価会合を 71司行った（乙第 51号証・

3ページ）。大飯破砕帯有識者会合は、参加入の追加調査の結果等を踏まえ、

評価書案を作成し（乙第39号証）、平成25年 12月27日、同評価書案

が第三者の視点から科学的、技術的見地に基づいているかの確認を求めるた

め、ピアレビュー会合を実施した。このピアレビ、ュー会合は、日本地質学会

等の各種学会から推薦を受けた候檎者から原子力規制委員会が選定した 12 

名の有識者及び日本地質学会会長（当時）の石渡明氏の 13名で構成された。
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同会合において、有識者からは、 F-6破砕帯が後期更新世以降活動してお

らず、将来活動する可能性のある断層等には該当しないとの結論について、

これを変更するような矛盾点や事実誤認の指摘はなく、前記評価書案の内容

にはおおむね合意が得られたが、向会合において有識者から提示された意見

については、検討の上で評価書に反映することとした（以上につき、乙第2

8 2号証・ 50ないし 52ページ、乙第49号証・ 31ページ）。

その後、大飯破砕帯有識者会合は、評価書を取りまとめた上、平成26年

2月12日、原子力規制委員会に対し、評価書の内容を報告した（乙第49 

号証及びi司第51号証）。

3 F-6破砕滑について

(1)参加人による調査及び評価

ア 参加人は、本件発電所の敷地内の各所において、ボーリング調査及びト

レンチ調査等の各種調査を実施した（丙第61号証の 1・23ないし 77 

ページ。なお、トレンチ調査につき図 15及び19参照）。これらのトレ

ンチのうち、 i者側トレンチの掘削や山頂トレンチの延長等は、 F-6破砕

帯の活動性評価を行うためには更なるデータが必要で、ある旨の大飯破砕帯

有識者会合からの指摘を受け、追加で実施した調査である。

その結果、大飯破砕帯有識者会合は、旧F 6破砕借とは異なる位置を

通過する新たな破砕帯（新F-6破砕帯）を確認し、この新F-6破砕帯

が「山頂トレンチJ北方付近から、 「山頂トレンチj 、 「旧試掘抗」、

「｜日トレンチj 、 「南側トレンチj 東端付近等を通り、その南方に連続し

ている可能性があると評価した（図 19の赤線実線及び点線部分。乙第4

8号証・ 2ないし4ページ）。

なお、大飯破砕帯有識者会合が、新F 6破昨帯につき前記評価をした

ことについては、原審被告第8準備書面第2の3(2) ( 1 0ないし 14ペ

ージ）及び参加入控訴審準備書面 (1）第2の3(2）イ（ 1 2ないし 18ペー
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ジ）のとおりである。

新F-6破砕帯1手！高地点
旧F・6磁砕併評価地点 〆I! 

新・ IBF-6~産除機評価地点 ’ 冒

台~浜トレンチ
トレンチ肉の破砕飾を将来活動する
可能性のある活断泊等と僻価

·；＇.＞ ~I 、 新F-6破砕帯の連続性に
γ 関する検討

・， ”．・’

新F・6破砕帯の活動性に関する検討 月見

¥.・ 

間トレンチ以南
9-4(No.9孔｝
さらに聞に遮続する可能性がある

山頂トレンチを含む新F・6破

砕帯は将来活動する可能性
のある断層等でないと判断。

2 ・

上記トレンチ・ボーリングで確認
された破砕部に新F・6破砕宇野が
連続する可能性があると評価。

｛凶，＼＇lM白電力 ｛株）i'I”に加盟

<!(, & 

' ． 

［図 19 新F-6破砕帯の連続性及び、活動性の評価のまとめ 乙第49号証 ・74ページ］

イ 参加入は、新F-6破砕帯につき、 山頂 トレンチで確認された露頭及び

薄片115について構造観察を行った結果、小規模なせん断面11＆の切り切られ

の前後関係 （前記第 3の2(3）イ・ 27ページ参照）から、形成時期が古

い順に、 「イ： 右横ずれ」、 「口：左横ずれj 、 「ハ：右横ずれJの3つ

の活動ステージ（前記第 3の2(3）ウ・ 27ページ参照）に分類されると

ヰ15 「薄片Jとは、岩石、鉱物、土壊等を偏光顕微鏡や電子顕微鏡、電子線マイクロアナラ

イザ等で観察 ・分析するために薄く加工・調製したもののこと。

刈6 断層の破砕部分に認められる小規模な二次的せん断面で、任意の活動ステージにおける

主たる断層面のずれに連動して形成される。

ヮ，
t
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した（丙第61号証の 1・62ページ）。

参加入は、それぞれの活動ステージがどのような応力状態であったかを

確認するため、条線（断層の鏡肌に見られる擦り傷の意。脚注 11参照）

が認められない「イJの活動ステージを除く全てのせん断面についてべ

多重逆解法（前記第3の2(3）ウ・ 27ページ参照）を用いて、新F-6

破砕帯に認められる異なる活動ステージの古応力場を解析した。その結果、

「ハ」の活動ステージは、形成時期が古い！｜慎に、 「ハ－ 2 J、 「ハー 1J 

に分類されることベ山頂トレンチや南側トレンチを含む新F-6破砕帯

が権認されたいずれの箇所も、 「ロJ、 「ハ 2J、 「ハ 1 j の3つの

活動ステージに区分されることを確認した（丙第61号証の 1・66ない

し68ページ）。そして、山頂トレンチで確認されたせん断而の切り切ら

れの前後関係（丙第61号証の 1・63ページ）等を踏まえると、 F-6

破砕帯の活動ステージは、形成時期が古い)I闘に、 「イJ、 「ロj 、 「ハー

2J、 「ハー 1Jの4つ川に分類された（丙第 61号証の 1・61ページ。

なお、詳細につき、参加人控訴審準備書面（1)・15及び 16ページ参

川7 IイJに条線が認められなかったことについては、丙第 61号証の 1 ( 6 7ページ）参

ft~ 。

キ18 「ハj の活動ステージについては、露頭及び薄片による構造観察では二つに区分するこ

とができなかったが、多重逆解法を用いた解析の結果、二つの異なる活動ステージ（「ハ

-1 J及び「ハー 2J ）に分類されることが確認された（丙第 61号証の 1・62ペー

ジ）

ホ19 参加人は、 「ハ 1 Jと「ハ 2Jの先後関係につき、それぞれの活動ステージのせん

断両が確認されたN0. 6干しの深度 52 25m付近の破砕部における条線の切り切られ

の前後関係により、 「ハ－ 1 1がより新しい活動ステージであると判断した（丙第61号

誌の 1・63ページ）
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照）。

ウ 参加人は、南側トレンチにおいて認められた新F-6破砕帯が、いず、れ

も約 23万年前に降灰したとされる hpml火山灰（大山火山最下部火山

灰層）の降灰層準を含む地層に変位・変形を与えていないことを確認した

（前記第3の2(3）ア・ 25ページの上載地層法。図 20、丙第61号証

の1・72及び73ページ）。また、参加人は、前記イのとおり、 F-6

破砕帯の最新の活動ステージが 「ハ－1」であることを確認した。

Ill）”” ”，. tilt 

’ 
’11・『’II
車’

，，，。 ”＂ tlll llU 1112 
I 

’e，。 ，＂ '" 111 
I ·~ 

・．圏直..  璽哩園田園島園障理~・匝主調i官竺!IL'·；..：.；管沼岩重症指事宿泊~－瞳

一戸四膏「ー↑ 一’ ↑－ 
1%.f.i砕事 F-6破砕帯

｛①主主砕帯）

・．
_,... 

-1M 

⑤破砕帯

IH2 NlO Nl8 Nl6 N14 NIJ N20 Nl8 Nl6 NM Nl2 NIO NS N6 N4 Nl M) 

OJ 

・2" 

ー‘’

F-6破砕帯
（①佳砕帯】

［図20：南側トレンチ調査結果（北側法面写真及びスケッチ）

丙第 61号証の 1・73ページに一部加筆］

エ 以上のとおり、参加人は、各種調査によって得られた結果を踏まえ、前

記第 3の2(3）で述べた活動性調査に係る調査手法（上載地層法、切り切

られの前後関係、多重逆解法）を用いて、 F-6破砕帯の最新の活動ステ

ージである「ハ－ 1」は、 hpmlの降灰層準を含む地層に変位・変形を

及ぼしていないものといえるため、 F-6破砕帯の最新の活動時期は、 h
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pm  l火山灰が降灰したとされる約23万年前以前であり、少なくとも後

期更新世以降（約 12ないし 13万年前以降）に活動したものではないと

評価した（丙第61号証の 1・74ページ）。

オ 以上より、参加入は、 F-6破砕帯について、 「将来活動する可能性の

ある断層等」ではないと評価した（丙第61号証の 1・77ページ。なお、

詳締につき、参加入控訴審準備書面（！）・ 16ないし 18ページ参照）。

なお、以上のF 6破砕待に係る参加人による評価は、前記 2(2）で述

べた大飯破砕待有識者会合における評価手法及び評価結果（乙第49号証。

なお、原審の被告第8準備書面第2・8ないし 20ページ参照）を踏襲し

たものであり、基本的にその内容に変更はない。

(2）原子力規制委員会の審査内容

ア 参加入は、平成 27年3月 13日に開催された隙子力規制委員会の第2

0 61司審査会合（以下「第 20 6図審査会合Jという。）において、前記

(1)で述べたF-6破砕帯に係る調査結果及びこれに基づく活動性評価に

ついて説明したところ（丙第 53号証・ 50ないし 54ページ）、同評価

に対し、同審査会合の出席者から特段の指摘がされることはなく、その後

の原子力規制委員会の審査会合においても、同様に、特段の指摘はなかっ

た。

イ 原子力規制委員会は、平成29年5月24日、参加人が行った各種調査

の結果、耐震重要施設等を設置する地盤における断層の活動性評価手法等

が適切であり、耐震重姿施設設置位置に分布する断層（F-6破砕帯）は、

「将来活動する可能性のある断層等Jに該当せず、設置許可基準規則に適

合していること及び地質審査ガイドを踏まえていることを確認した（乙第

1 7 7号証・ 31及び32ページ）。

(3) F - 6破砕滑に係る原子力規制委員会の判断過程が合理的であること

前記 (1)のとおり、参加入は、大飯破砕帯有識者会合による指摘を踏まえ
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て追加調査を行うなど、本件発電所の敷地内の地質・地質構造の検討のため、

適切な調査を行っている。また、参加入による F-6破砕帯の活動牲に係る

評価は、大飯破砕帯有識者会合における評価手法及び評価結果を踏襲したも

のであるところ、その評価手法及び評価結果は、最新のデータ等に基づ、いて、

破砕帯評価に関連する各分野の専門家が、現在の科学技術水準を踏まえて総

合的に検討したものであり、設置許可基準規則lj3条3項の適合性審査を行う

際に、重要な科学的知見のーっとして参考とされるべきものである（乙第5

1号証）。そして、原子力規制委員会の判断が、前記第2の2のとおり、合

理性を有する設置許可基準規則等の規制内容に基づ、き、同委員会の専門技術

的な見地による検討を経てされたものであることも踏まえれば、同委員会の

判断は合理的である。

4 Fー1破砕帯ないし F-5破砕帯及びA破砕帯ないしE破砕帯について

川参加人による調査及び評価

参加入は、本件発電所の敷地内の各所において、ボーリング調査及びトレ

ンチ調査等の各種調査を実施した（丙第61号証の 1・78ないし 96ペー

ジ）。前記各種調査等を踏まえ、参加人は、 F-1破砕帯ないしF-5破砕

帯及び、A破砕帯ないしE破砕帯の全てについて、いずれも延伸していないこ

とを確認した上で、多重逆解法を用いて、それぞれの活動ステージを検討し

た結果、これらの破砕帯の活動ステージは、 F 6破砕帯と同様、 「ロJ、

「ハ－ 2」、 「ハー 1Jのいずれかに分類されることを確認した（丙第 61 

号誌の1・84ないし 89ページ。なお、詳細につき、参加人控訴審準備書

面(1)・21及び22ページ参照）。

そして、前記 3( 1）ウのとおり、 F-6破砕帯の最新の活動ステージと評

価した「ハー 1Jの活動時期は約23万年前以前であることから、参加入は、

F 1破砕帯ないしF 5破砕若手及びA破砕帯ないしE破砕帯についても、

F 6破砕帯と同様、少なくとも後期更新世以降活動しておらず、 「将来活
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動する可能性のある断層等」ではないと評倒した（丙第63号証・ 6-3

1 3 0及び6-3 131ページ。なお、詳細につき、参加入控訴審準備書

面 (1)・21及び22ページ参照）。

(2）原子力規制委員会の審査内容

ア 参加入は、平成26年2月5日に関催された原子力規制委員会の第 78 

回審査会合及び第 20 6回審査会合において、前記 (1)で述べたF 1破

砕帯ないしF-5破砕帯及びA破砕帯ないしE破砕帯に係る調査結果及び

それに基づく活動性評価について説明したところ（乙第28 3号証及び丙

第53号証・ 54及び55ページ）、防評価に対し、同審査会合の出席者

から特段の指摘がされることはなく、その後の原子力規制委員会の審査会

合においても、同様に、特段の指摘はなかった。

イ 原子力規制委員会は、参加入が行った各種調査の結果、耐震重要施設等

を設置する地盤における断層の活動性評価手法等が適切であり、 F-1破

砕帯ないしF-5破砕帯及びA破砕帯ないしE破砕帯は、いずれも「将来

活動する可能性のある断層等Jに該当せず、設置許可基準規則に適合して

いること及び地質審査ガイドを踏まえていることを確認した（乙第 17 7 

号証・ 31及び32ページ）。

(3) Fー 1破砕帯ないし F-5破砕帯に係る原子力規制委員会の判断過程が合

理的であること

前記 (1)のとおり、参加人は、各種調査を行い、適切な断層の活動性評価

手法等を用いて各破砕帯の活動性を評価している。そして、原子力規制委員

会の判断が、前記第2の2のとおり、合理性を有する審査基準に基づき、同

委員会の専門技術的な見地による検討を経てされたものであることも踏まえ

れば、同委員会の判断は合理的である。

5 台場浜トレンチの破砕部（ a、b及びc）について

(1)参加入による調査及び評価
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参加人は、 IBF-6破砕帯が通ると評価していた台場浜において、同破砕

帯の活動性評価を行う目的でトレンチ調資（台場浜トレンチ）を行った。前

記3のとおり、新F 6破砕帯は、最終的には、山頂トレンチ北方付近から、

山頂トレンチ、旧試掘抗、旧トレンチ、南側トレンチ東端付近等を通過し、

その南方に連続している可能性があると評価されており、台場f兵を通る可能

性があるとは評価されていないが、台場浜トレンチにおいては、トレンチの

東半部において、ずれを生じさせている面（破砕部）が3か所存在すること

が確認された（以上につき、乙第49号証・ 23及び24ページ）。台場浜

には耐震重要施設等が存在していないものの（図 17及び乙第 17 8号証・

4ページ参mo、仮に台場浜トレンチの調査により確認された 3か所の破砕

部が耐震重要施設等の直下まで連続していると認められる場合、その活動性

評価をする必要が生じることから、参加入は、台場浜トレンチ調査により認

められた 3か所の破砕部（以下、西から般に破砕部a、b及びcという。）

が耐震重要施設等の直下に位置するものであるか沓かについて確認するため、

同各破砕部が、南方に延伸していくことにより耐震重要施設等の直下まで連

続しているか否かについて調査をした。具体的には、次のとおり、各破砕部

につき、その走向傾斜（脚注9）から直線的に南方に延伸すると仮定した場

合に破砕部が出現すると怨定される複数の箇所においてボーリング調査を行

い、破砕部が連続しているか否かを確認するなどした（以上につき、丙第6

1号証の 1・99ないし 13 2ページ）。

ア破砕部a及びbについて

参加入は、破砕部a及びb （図 21の二股に分かれた黒太線のうち、上

側が破砕部aであり、下側が破砕部bである。）のうち、破砕部aについ

ては、それが直線的に南方に延伸すると仮定した場合に破砕部が出現する

と想定される場所においてボーリング調査を実施したところ、ボーリング

孔（No. 3 3干し）において同破砕部に対応するものが存在せず、また、

一43



破砕部bについても、それが直線的に南方に延伸すると仮定した場合に破

砕部が出現すると想定される複数の場所においてボーリング調査を実施し

たところ、ボーリング孔（No. 1 0孔、 N0. 1 1孔、 N0. 1 2孔及

びN0. 3 5孔）において同破砕部に対応するものが存在せず、その結果、

台場浜トレンチから南に破砕音IIの走向方向に直交した 3鉛直断面において、

破砕部a及びbが連続していないことが確認された（丙第61号証の 2・

2 1 0、2.1 3及び21 4ページ）ことから、破砕部a及びbは、いずれ

も南方へ直線的に延伸しないものと評価した（丙第61号誌の 1・12 3 

ページ、丙第63号証・ 6 3 -1 0 7及び6 3 1 0 8ページ）

以上より、参加入は、破砕部a及びbについて、いずれも南方へ延伸す

ることにより耐震重要施設等が設置されている地盤の直下まで連続してい

ることはないから、設置許可基準規則 3条3項が対象とする破砕部ではな

いと評イ面した。
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［図21：台場浜トレンチ破砕部a及び破砕部bの平面分布に関する検討（南方方向）丙第6

1号証の 1・12 3ページに一部加筆］）

イ 破砕部cについて

参加入は、破砕部c （トレンチ調査によって発見されたものは図 22の

右側の黒太線）については、それが直線的に南方に延伸すると仮定した場

合に破砕部が出現すると想定される場所においてボーリング調査を実施し

たところ、複数のボーリング孔（No.1 0孔、 N0. 1 1孔、 N0. 1 

4孔及びN0. 1 5孔）において同破砕部に対応するものが存在せず、台

場浜トレンチから南方に破砕部の走向方向に直交する 2鉛直断面で破砕部

cが連続していないことを確認した（丙第61号証の 2・22 1及び22 

2ページ）。

他方、参加人は、南西方のボーリング孔（図 22の破砕部 ¢左方の白

丸）において、超苦鉄質岩（同図のピンク着色部分）と輝緑岩（同図の黄

緑着色部分）の境界付近の超苦鉄質岩中に破砕部cと特徴が類似する破砕
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部が存在することを確認し、これは破砕部cが延伸したものであると評価

した。また、参加人は、破砕部cが北方方向に延伸したと仮定した場合に

破砕部が出現すると想定される台場浜海岸東側の頁岩（同図の水色着色部

分）中には同破｛岸部に対応するものが認められない一方で玉、台場浜海岸の

超苦鉄質岩と頁岩の境界部において、破砕音IIcと特徴が類似する破砕部

（同図の破砕音IIc右上方の自丸）を確認し、破砕部cはこの部分に繋がる

ものと評価した（以上につき、丙第61号証の 1・12 6ページ）上で、

それらの破砕部は分布が局所的であることや、変動地形が認められないこ

と等から、いずれも「震源として考慮する活断層Jではないと評価した。

参加入は、このような破砕部cの分布特徴から、破砕部cは走向方向に

直線的に延伸せず、湾曲じて超苦鉄質岩と輝総岩・頁岩の境界付近の超苦

鉄質岩中に分布していると判断した。そこで、参加人は、破砕部cが存在

する台場浜付近の超苦鉄質岩の平岡分布範囲に関するデータの拡充をする

ため、磁気探査を行ったところ、超苦鉄質治の平面分布範囲は台場浜トレ

ンチ付近で限定的であることが認められ、超苦鉄質岩中に分布する破砕古11

cの平面分布範囲も超苦鉄質岩の分布範閥内に制約されることから、限定

的であると評価した（丙第61号証の 1・12 8ないし 13 0ページ、内

第63号証・ 6-3 108ページ）。

以上より、参加入は、破砕部cについて、南方へ延伸することにより耐

震重要施設等が設置されている地盤の直下まで至ることはないから、設置

許可基準規則3条3項が対象とする破砕部ではないと評価した。
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〔図22：破砕部cの平面分布に関する検討

丙第61号証の 1・12 6ページに一部加筆、岩種凡例は図 21に同じ］

(2）原子力規制委員会の審査内容

ア 大飯破砕帯有識者会合は、破砕帯評価書において、台場浜トレンチの破

砕音I~ Ca、b及びc）につき、 F-6破砕帯には連続しないと評価したが、

同各破砕部の南方への連続性については確認が必要である旨の意見もあっ

た（乙第49号証 ・26及び27ページ） 。

そこで、 原子力規制委員会は、 大飯破砕帯有識者会合の前記意見も踏ま

え、台場浜 トレンチの破砕部が、南方へ延伸することにより耐震重要施設

等の直下まで連続しているか否か、すなわち、台場浜トレンチの破砕部が、

設置許可基準規則3条 3項が対象とする断層（破砕帯・破砕部）であるか

否かについて、以下のとおり、審査を行った。

イ 参加入は、 第 20 6回審査会合において、台場浜トレンチの周辺で実施

したボーリング調査の結果、その分布域からして台場浜トレンチの各破砕
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部（ a、b及びc）について、いず、れも南方に延伸していない旨説明した

（丙第 52号証・ 99ページ、丙第 53号証・ 56ページ）。この点に関

し、原子力規制委員会の審査チームも、同審斎会合において、現地調査等

により、台場浜トレンチの破砕部のうち、破砕部品、 b及びcが南方に延

伸しないことについては確認した旨の意見を述べた（丙第 53号証・ 61 

及び62ページ）ぺ一方で、同審査会合において、阪子力規制委員会の

審査チームは、参加人に対し、破砕部cについては、南方に延伸している

わけではないので本件発電所の敷地内には延びないが、他のボーリング調

査があるのであればそれも含めて確認をしたい旨伝えた（同号証・ 62及

び63ページ）。

参加入は、前記意見を受け、その後の平成27年 5月 15日に行われた

原子力規制委員会の第 22 6回審査会合において、破砕音Iicと同様の特徴

を有する破砕部についてボーリング調査の結果を用いて検討したところ、

複数のボーリング孔（No. 1 9孔、 N0. 2 4孔、 N0. 2 7孔、 N0. 

4 5干し及びN0. 4 6干し）において破砕部cが検出されたことを明らかに

した上で、それらの深度及び走向｛頃斜を基に平岡分布を作成したところ、

キ20 呉体的には、原子力規制庁の吾妻崇原子力規制専門員が、 「トレンチ内で見つかった蛇

紋岩の中の地すべり（引用者注 破砕部a及びbを指す。）については我々、地質境界

（引用者注：破砕部cを指す。）も含めてなんですが、あれが南側につながらない、トレ

ンチで確認された破砕帯のものが南につながらない・というところは、現地にも行かせて

いただいて、事業者さんが説明されている以外に何か逆に南に延びるような破砕帯みたい

なのがないというのは前回の審査会合、その後の現地でのヒアリング通じて確認させてい

ただいたと思っています。…いわゆる地質境界に沿っている断閥、破砕部（引用者役 破

砕部cを指す。）ですね、－これ南に延びていくわけではないので敷地内のほうには延び

ないんですけどもJとの発言をしている。
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破砕部cは台場浜海岸から台場浜トレンチ付近では南北方向に走向してい

るが、南方へ延伸せず、東西方向に向きを変えて西に延伸している旨の意

見を述べた（丙第 54号証.2 9 ' 3 0及び39ページ）。

また、参加入は、平成27年 10月9日に開催された原子力規制委員会

の第 28 1回審査会合において、台場浜トレンチの破砕音II(a、b及び

c）のそれぞれにつき、その走向傾斜で直線的に南方に延伸すると仮定し

た場合の怒定位置のボーリング孔（破砕部aについてはN0. 3 3孔、破

砕部bについてはN0. 1 0孔、 N0. 1 1孔、 N0. 1 4孔及びN0. 

1 5子L、破砕部cについてはN0. 1 0孔、 N0. 1 4孔及びN0. 1 5 

孔）において、各破砕吉15に対応するものが確認されなかったことを示し、

また、破砕部cについて地質境界等と破砕部との関係を整理し、各破砕部

は、南方には直線的に延伸しないと考えられる旨説明した（丙第56号証

. 1 3 8及び15 4ないし 16 0ページ、丙第 57号証・ 14ページ）。

この点に関し、原子力規制委員会の審査チームも、同審査会合において、

台場浜トレンチの破砕部（ a、b及びc）が耐震重要施設等の直下まで延

伸していないということは確認した旨の意見を述べた（丙第 57号証・ 3

2ページ）へ

さらに、平成27年11月 12臼に実施された現地調査の際、原子力規

制委員会の審査チームが、参加入に対し、破砕部cが形成された超苦鉄質

岩の分布を把握するために磁気探査を行うよう求め（丙第 58号証・ 3ペ

ージ）、これを受けてt 参加入は、台場浜付近において磁気探査を実施し

た。そして、参加人は、平成28年 2月 12日に開催された原子力規制委

ホ21 具体的には、原子力規制庁の大浅田薫安全規制調繋官が、 「我々、台場浜のトレンチに

ついて認められた破砕部というのは、いわゆる耐震主主要施設・田・までは続いていないという

ことは確認していますのでj との発言をしている。

-49 -



員会の第33 0回審査会合において、前記磁気探衰の結果から推定される

超塩基性岩の分布域を提示した。その上で、参加人は、①前記のボーリン

グ調査及び地表踏査で示された、破砕部cは走向方向にi直線的に延伸せず、

湾曲して超古鉄質岩と輝緑岩・頁岩の境界付近の超苦鉄質岩中に分布して

いるとの観察結果と、②磁気探査で示された、超苦鉄質岩によるものと考

えられる強い正の磁気異常の平面的な分布域が台場浜で限定的であるとの

探斎結果（丙第 58号証・ 15 4ないし 16 5ページ）から、破砕部cの

平面分布域も、台場浜付近で限定的であると推定される旨説明した（丙第

5 8号証・ 17 0ページ）。以上の説明を受け、原子力規制委員会は、同

審査会合において、本件発電所の敷地の地質・地質構造についてはおおむ

ね妥当な検討がされたものと評価する旨の意見を述べた（丙第 59号証・

2 6ページ）。

ウ 原子力規制委員会は、参加入による前記（！）の調査結果から、台場浜ト

レンチの破砕部は、いずれも台場浜から南方へ延伸していくことにより耐

震重要施設等が設置されている地擦の直下まで連続するものではないこと

を確認した。そのため、原子力規制委員会は、耐震重要施設等の直下にあ

るのはF-1破砕帯ないしF-6破砕帯及び、A破砕帯ないしE破砕帯の合

計 11条の破砕帯であるとの前提の下、設置許河基準規則3条3項の審査

に当たっては、台場浜トレンチの破砕部を評価の対象としないで、申議内

容が設置許可基準規則に適合していること及び地質審査ガイドを踏まえた

適切なものであることを確認している（乙第 17 7号証.3 1及び32ペ

ージ）。

(3）台場浜トレンチの破砕部（ a、b及びc）に係る原子力規制委員会の判断

過程が合理的であること

前記（！）及び（2）のとおり、参加入は、台場浜トレンチの破砕部（ a、b及

びc）について、複数の箇所のボーリング調査等を行った上、原子力規制委
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員会の求めに応じ、追加で磁気探査を行うなどした結果、前記各破砕部が、

いずれも耐震重要施設等のある南方へ延伸せず、耐震重要施設等の直下まで

連続するものではない旨評価しているところ、このような参加入の評価に対

しては、原子力規制委員会の審資会合においても問題ない旨確認されている。

そして、原子力規制委員会の判断が、同委員会の専門技術的な見地による検

討を経てされたものであることも踏まえれば、同委員会の判断は合理的であ

る。

第5 まとめ

以上のとおり、原子力規制委員会は、本件発電所の耐震重要施設等の直下に

存在するF 6破砕持及びF-1ないしF-5破砕帯について、いずれも、

「将来活動する可能性のある断層等Jではないと判断し、また、台場浜トレン

チで確認された破砕部a、b及びcについて、いずれも耐震重要施設等の直下

に存在するとは認められず、設置許可基準規則 3条3項の適合性審査の対象と

なる断層とは認められないと判断しているところ（前記各破砕部については

「震源として考慮する活断層j にも該当しないと判断している。）、これらの

点に関する原子力規制委員会の判断はいず、れも合理的である。

以上

－
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略称語句使用一覧表

事件名大阪高等裁判所令和3年（行コ）第4号
発電所運転停止命令義務付け請求控訴事件

控訴人兼被控訴人 （一審被告）固
被控訴人（一審原告） ． ×1 ほか
控訴人（一審原告） ×5 1 ほか
参加人 ー 関西電力株式会社

略称 基 本 用 圭a豆ロ

数字

その者に発電用原子炉を設置するために必

2号要件
要な技術的能力及び経理的基礎があること
（改正原子炉等規制法43条の3の6第1項
2号）

その者に重大事故．（発電用原子炉の炉心の
著しい損傷その他の原子力規制委員会規
則で定める重大な事故をいう。第43条の3
の22第1項において同じ。）の発生及び拡

3号要件 大の防止に必要な措置を実施するために必
要な技術的能力その他の発電用原子炉の
運転を適確に遂行するに足りる技術的能力
があること（改正原子炉等規制法43条の3
の6第1項3号）

発電用原子炉施設の位置，構進及び設備
が核燃料物質若しくは核燃料物質によって
汚染された物文は発電用原子炉による災害

4号要件 の防止上支障がないものとして原子力規制
委員会規則で定める基準に適合するもので
あること（改正原子炉等規制法43条の3の
6第1項4号）

7月27日規制委員会資 平「づ成28年7月27日原子力規制委員会資料

事ヰ
大飯発電所の地震動に係る試算の過程等

についてJ

51条等
設置許可基準規則51条及び技術的能力審
査基準1.8項の総称

55条等
設置許可基準規則］55条及び技術的能力審
査基準1.12項の総称

英字

「壇ほか式」（レシピ（12）式）とレシピ（13）式を
用いてアスペリティ．面積比を求める手順で、あ

(a）ルート り， Moからスタートし，加速度震源スペクト
ル短周期レベルA,(13）式を経て，アスパリ
ティの総面積Saへと至る実線矢印のルート

地震モーメントの増大に伴ってアスペリナイ
面積比が増大となる場合に，地震モーメント
Moや短周期レベルAlこ基づきアスペリティ

(b）ルート 面積比等を求めるのではなく，「長大な断
層Jと付記された破線の矢印のとおり．アス
ペリティ面積比を約0.22の固定値に設定
するルート
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使用書面 ページ 備考

原審第4準備書
21 

面

． 

原審第4準備書
22 

面

原判決 5 

原審第15準備
書面

11 

原判決 163 

原判決 176 

原審第19準備
33 

書面

原審第19準備
書面

33 



IAEA 国際原子力機関
原審第30準備

19 
書面

IAEA Safety Standards“Volcanic Hazards in 
原審第30準備

IAEA・SSG-21 Site Evaluation for Nuclear Installations" 13 
(No.SSG-21) 

書面

ICRP 国際放射線防護委員会 原判決 13 

甲35，乙32,3 
ICRP2007勧告 ICRPの平成19年（2007年）の勧告 原判決 70 4, 218カ、ら22。
JNES 

独立行政法人原子力安全基盤機構（Japan 原審第30準備
21 

Nuclear Energy Safety Organization) 書面

Lsub 震j原断層の長さ 原判決 18 

PAZ 
放射線被ばくにより重篤な確定的影響を回 原審第32準備

13 
避する区域 書面

PRA 確率論的リスク評価
原審第17準備

24 
書面

Somerville規範
「Somervilleet al.(1999)J Iこおいて示されたト 原審第16準備

41 
リミングの規範 書面

SRCMOD Finite-Source Rupture Model Database 
原審第19準備

43 乙86
書面

S波速度 せん断波速度
原審第24準備

25 
書面

UPZ 
確定的影響のリスクを合理的な範囲で‘最小 原審第32準備

13 
限に抑える区域 書面

あ

第4準備書面別紙3に列記する原子力安全
原審第4準備書

安全審査指針類 委員会（その前身としての原子力委員会を 29 
含む。）が策定してきた各指針

面

発電用軽水型原子炉施設に関する安全設
原審第1準備書

安全設計審査指針 計審査指針（平成2年8月30日原子力安全 13 乙4
委員会決定）

面

設置許可申請書添付書類第八の仕様及び

添付書類＋における運転時のた異時常間な過渡

安全評価上の設定時間
変化及び事散の評価で設定し （「発

原審答弁書 23 乙3
電用原子力設備に関する技術基準を定め
る省令の解釈についてJにおける「適切な値
をとるような速度Jについての解説部分より）

安全評価審査指針
発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関

原審第1準備書
する審査指針（平成2年8月30日原子力安 19 乙20
全委員会決定）

面

安全余裕検討部会 制御棒挿入に係る安全余裕検討部会
原審第1準備書

34 
面

い

伊方最高裁判決
最高裁判所平成4年10月29日第一小法廷 原審第1準備書

10 
判決（民集46巻7号1174ページ） 面

一審原告ら控訴答弁書
一審原告らの令和3年6月3日付け控訴答 控訴審第2準備

4 
弁書 書面
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一審被告 控訴人兼被控訴人国
控訴審第1準備

6 
書面

一審被告控訴理白書
一審被告の令和3年2月5日付け控訴理由 控訴審第1準備

6 
書 書面

入倉ほか（1993)
入倉孝次郎ほか「地震断層のすべり変位量 原審第18準備

9甲151
の空間分布の検討J 書面

入倉らが執筆Lた論文である「Applicability
of source scaling relations for crustal 

earthquakes to estimation of the ground 

入倉ほか（2017) motions of the 2016 Kumamoto earthquake 原判決 35 
(2016年熊本地震の地震動の推定に対す
る内陸殻内地震の震源スケーリング則の適
用可能性）J

入倉ほかが執筆した論文である「強震動記

入倉ほか（2014)
録を用いた震源インバージョンに基づ、く国内

原判決 20 
の内陸地殻内地震の震源パラメータのス
ケーリング則の再検討J

入倉・三宅（2001)
入倉孝次郎氏及び三宅弘恵氏が執筆した

原判決 17 
論文である「シナリオ地震の強震動予測J

M0=7.5×1018以上1.8×1020(Mw7.4相

入倉・三宅式 当）以下の地震 の経験式 M0=(S/4.24 原判決 237 
×1011)2×10-7 

入倉
入倉孝次郎京都大学防災研究所教授（当

原判決 7 
時）

入倉氏 入倉孝次郎京都大学名誉教授
控訴審第1準備

7 
書面

つ
WellsとCoppersmithが執筆した論文である
rNew empirical relationships among 

ウェlレズ、ほか（1994) magnitude.rupture length,ruptur・e 原判決 85 
width.rupture area.and surface 

ldisolacement I 

訴え変更申立書
原告らの平成25年9月19日付け訴えの変 原審第3準備書

4 
更申立書 面

平成29年12

原告らの平成29年9月21日付け訴えの変
月25日付け訴

訴えの変更申立書2
更申立書

えの変更申立 5 
てに対する答弁
書（原審）

え

F-6破砕帯
旧F-6破砕帯と新F-6破砕帯を区別しな

原判決 52 
し？ときは単lこ「F-6破砕帯Jという

お

大飯破砕帯有識者会合
原子力規制委員会における大飯発電所敷

原判決 53 
地内破砕帯の調査に関する有識者会合

大飯発電所3号炉 関西電力大飯発電所3号原子炉 原審答弁書 4 

大飯発電所4号炉 関西電力大飯発電所4号原子炉 原審答弁書 4 
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小田急大法廷判決
最高裁判所平成17年12月7日大法廷判決 原審第2準備書

9 
（民集59巻10号2645ページ） 面

か

原子力規制委員会設置法（平成24年法律

改正原子炉等規制法
第47号）附貝1]17条の施行後の核原料物 原審第1準備書

24 
第4準備書面で

、質．核燃料物質及び原子炉の規制に関する 面 基本用語を変更
法律

原子力規制委員会設置法附則18条による

改正法施行後の核原関料す物る質法，核律燃料物質 第1準備書面か
改正原子炉等規制法

及び原子炉の規制に 原審第4準備書
5ら基本用語を変

※なお，平成24年改正前原子炉等規制法 面
と改正原子炉等規制法を特段区別しない場

更

合には，単に「原子炉等規制法Jという。 ， 

解釈男I］記2 設置許可基準規則の解釈別記2
一審被告控訴

10 
理白書

解析値 解析によって求められた値
原審第21準備

46 
書面

各基準検討チーム
原子炉施設等基準検討チームと地震等基

原判決 5 
準検討チームを併せた名称

火山ガイド 原子力発電所の火山影響評価ガイド
原審第30準備

4乙179
， 書面

片岡正次郎氏らが執筆した論文である「短
片岡ほか式 周期レベルをパラメータとした地震動強さの 原判決 25 

距離減衰式」

神奈川県以遠に居住す 原告 X60 ．原告 X51 ．原告 X62
原判決 73 

る原告ら ．原告 X71 の総称

釜江氏
釜江克宏京都大学複合原子力科学研究所 控訴審第1準備

7 
特任教授 書面

釜江意見書（地震モーメ
京都大学名誉教授である釜江克宏氏（地震

原審第31準備
ント）

工学）の令和元年7月22日付け意見書（地
書面

3乙208
震モーメント）

釜江意見書（短周期レベ
京都大学名誉教授である釜江克宏氏（地震

原審第31準備
工学）の令和元年7月22日付け意見書（短 3乙209

ル）
周期レベル）

書面

川瀬委員
川瀬博委員（原子力安全基準・指針専門部

原判決 41 
会の地震等検討小委員会の委員）

川瀬氏 川瀬博京都大学防災研究所特任教授
控訴審第1準備

7 
書面

川瀬氏報告書
川瀬氏が作成した「経験式と地震勤評価の 原審第33準備

38 乙235
ぱらつきに関する報告書J 書面

関西電力 関西電力株式会社 原審答弁書 4 ， 
き

菊地ほか（1999)
菊地正幸ほか「1948年福井地震の震源パ 原審第20準備

23 乙97
ラメーターJ 書面

菊地ほか（2003) Kikuchi et al.(2003) 
原審第19準備

43 乙91
書面
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実用発電用原子炉及びその附属施設の技
技術基準規則 術基準に関する規則（平成25年6月28日 原判決 6 

付け原子力規制委員会規則第6号）

実用発電用原子炉及びその附属施設の技

技術基準規則の解釈
術基準に関する規則の解釈（平成25年6月 原審第5準備書

8乙46
19日原規技発第1306194号原子力規制 面
委員会決定）

経済産業大臣が，電気事業法40条に基づ
き，事業用電気工作物が技術基準に適合し

技術基準適合命令 ていないと認めるときにする，事業用電気工 原審答弁書 10 
作物の修理，改造，移転，使用の一時停
止，使用の制限等の命令

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設
置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

技術的能力審査基準
必要な措置を実施するために必要な技術的

原判決 211 乙59
能力に係る審査基準（平成25年6月19日
原規技発第1306197号原子力規制委員
会決定）

実用発電用原子炉及びその附属施設の位
原審第5準備書

基準地震動 置，構進及び設備の基準に関する規則4条 13 

3項に規定する基準地震動
面

耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれ
原審第5準備書

基準地震動による地震力 がある地震による加速度によって作用する 16 
地震力

面

基準津波
設計基準対象施設に大きな影響を及ぼす 原審第5準備書

28 
おそれがある津波 面

実用発電用原子炉及びその附属施設の位
控訴審第1準備

規則解釈 置，構造及び設備の基準に関する規則の解 11 乙272
｜釈

書面

地震動審査ガイド I.3. 3. 31こ沿った地震
原審第33準備

基本ケース 勤評価上の不確かさが一部考慮されていな 44 
い段階の断層モデル

書面

向上

基本震源モデル
（なお，原審第33準備書面44ページでは， 原審第9準備書

11 
「基本震源モデルJあるいは「基本ケース」と 面
述べている。）

旧F-6破砕帯
昭和60年の本件各原子炉の設置変更許可

原判決 51 
申請時に推定されていたF-6破砕帯

旧許可処分 発電用原子炉設置（変更）許可処分
原審第32準備

37 
書面

九州電力 九州電力株式会社 原判決 16 

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査
原審第1準備書

旧耐震設計審査指針 指針について（昭和56年7月原子力安全委 14 
員会決定）

面

行訴法 行政事件訴訟法 原審答弁書 4 

lす

原告ら準備書面（1)
原告らの平成24年10月16日付け準備書 原審第1準備書 ，

5 
面（1) 面

原告ら準備書面（2)
原告らの平成24年12月25日付け準備書 原審第2準備書

4 
面（2) 面

nn
u
 

R
U
 



原告ら準備書面（5)
原告らの平成26年3月5臼付け準備蓄面 原審第9準備書
(5) 菌

6 

原告ら準備書面（6)
原告らの平成26年6月3日付け準備書簡 原審第6準備蓄

4 (6) 面

原告ら準備書菌(7)
原告らの平成26年9月9日付け準備書面 原審第7準備書
(7) 函

5 

原告らの平成26年12,Fl10日付け準備書
原告ら準備蓄面（8)

原審第9準備書
面（8) 面

6 

原告ら準備書面（9)
原告らの平成27年3月12日付け準備書面 原審第10準備

6 (9) 書箇

原告ら準備書面（10)
原告らの平成27年6月17日付け準備書面 原審第10準備

6 
(10) 書面

原告ら準備書面（11)
原告らの平成27年6月23日付け準備書面 原審第10準備

6 (11) 書面

原告ら準備書面（12)
原告らの平成27年9月11日付け準備書面 原審第11準備

5 
(12) 書面

原告ら準備書留（13)
原告らの平成27年12月14日付け準備書 原審第12準備

5 
面（13) 書面

原告ら準備蓄函（14)
原告らの平成28年3月17日付け準備書面 原審第13準備

5 (14) 書面

原告ら準備書面（15)
原告らの平成28年6月10日付け準備書頭 原審第14準備

5 
(15) 書簡

原告ら準備書簡（16)
原告らの平成28年9月9日付け準備書面 原審第15準備

5 
(16) 書面

原告ら準備書面（17)
原告らの平成28年9月20日付け準備書面 j京審第15準備

5 
(17) 書面

原告ら準備書面（18)
原告らの平成28年12月16日付け準備書 原審第16準備

8 
面（18) 書面

原告ら準備蓄面（19)
原告らの平成29年3月17日付け準備書面 原審第17準備

7 
(19) 書面

原告ら準備書面（20)
原告らの平成29年7月3B付け準備書商 原審第18準備

6 (20) 書商

原告ら準備書面（21)
原告らの平成29年9月21B付け準備書酪 原審第20準備

7 
(21) 書箇

原告ら準備書簡（22)
原告らの平成29年12月18日付け準備書 原審第20準備

7 
箇（22) 書面
原告らの平成30年3月12日付け準備書面

原告ら準備書面（23)
原審第21準備

10 
(23) 書面

原告ら準備書面（24)
原告らの平成30年6月11日付け準備書函 原審第28準備
(24) 書面

5 

原告ら準備書面（27)
原告らの平成30年12月4日付け準備書面 原審第30準備

4 
(27) 書面

原告ら準備書面（29)
原告らの平成31年3月18司付け準備書面 原審第28準備
(29) 書聞

17 

原告らの令和先年6月18日付け準備書笛
原告ら準備書面（30)

原審第30準備
4 

(30) 書面

原告ら準備書面（32)
原告らの令和元年6月18日付け準備書面 原審第33準備

6 
(32) 書面

原告ら準備書面（34)
原告らの令和元年9月20日付け準備書面 原審第31準備
(34) 書面

3 

原災指針 原子力災害対策指針
原審第32準備

12 
書笛

原災法 原子力災害対策特別措置法
原審第32準備

12 
著書面

現状評価会合
大飯発電所3,4号機の現状L関する評価 原審第3準備書
会合 面

6 

現状評価書
平成25年7月3日付け「関西電力（株）大飯 原審第3準備書

乙35
発電所3号機及び4号機の現状評価書J 函

6 

原子力規制委員会等 原子力規制委員会及び経済産業大臣
原審第1準備書

5 
面

問 57-



原子力災害対策重点区
住民等に対する被ぱくの防護措置を短期間

原審第2準備書
で効率的に行うため，重点的に原子力災害 18 

域
に特有な対策が講じられる区域

面

原子力発電工作物
電気事業法における原子力を原動力とする 原審第4準備書

18 
発電用の電気工作物 面

原子力利用 原子力の研究，開発及び利用
原審第4準備書

5 
面

原子炉格納容器の破損 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の 原審第17準備
33 

等 I 破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷 書面

原子炉設置許可の基準を検討するための
原子炉施設等基準検討 発電用軽水型原子炉の新安全基準に関す

原判決 5 
チーム る検討チーム（発電用軽水型原子炉の新規

制基準に関する検討チームと改称）

原子炉制御系統
原子炉の通常運転時に反応度を調整する 原審第5準備書

34 
機器及び設備 面

原子炉設置（変更）許可 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可
原審第4準備書

20 
面

原子炉の通常運転状態を超えるような異常

原子炉停止系統
な事態において原子炉を未臨界に移行し 原審第5準備書

.34 
及び未臨界を維持するために原子炉を停止 面
する機能を有する機器及び設備

平成24年法律第47号による改正前の核原
4第3準備書面で原子炉等規制法 料物質．核燃料物質及び原子炉の規制に 原審答弁書

関する法律
略称を変更

内陸地殻内地震（陸のプレートのよ部地殻
地震発生層に生ずる地震をいい，海岸のや
や沖合で起こるものを含む。），プレート間地

検討用地震
震（相接するこつのプレートの境界面で発

原判決 206 
生する地震J及び海洋プレート内地震（沈み
込む（沈み込んだ）海洋プレート内部で発生
する地震）について．敷地に大きな影響を与
えると予想される地震

、ーー

広域地下構進調査（概 地震発生層を含む地震基盤から解放基盤 原審第23準備
50 

査） までを対象とした地下構造調査 書面

後段規制
段階的規制のうち，設計及び工事の方法の

原審答弁書 7 
認可以降の規制

国会事故調報告書
東京電力福島原子力発電所事故調査委員 原審第3準備書

21 
会・国会事故調報告書 面

小山氏 原告小山英之氏
原審第34準備

18 
書面

小山氏陳述書
小山氏作成の「大飯3・4号炉基準地震動の 原審第34準備

18 甲221
過小評価」と題する陳述書 書面

近藤委員長 前原子力委員会委員長の近藤駿介氏
控訴審第2準備

12 
書面

｜さ

サイト 原子力施設サイト（敷地）
原審第30準備

20 
書面

裁判所の第1回事務連
裁判所の令和4年1月21日付け事務連絡

控訴審第3準備
4 

絡 書面
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玄海原子力発電所3・4号機再稼働差止仮
原審第＇21準備

佐賀地裁決定 処分申立事件に係る佐賀地方裁判所平成 37 乙108
29年6月13日決定

書面

佐藤智美氏による「逆断層と横ずれ断層の
原審第21準備

佐醸（2010) 遣いを考慮した日本の地殻内地震の短周 30 乙104
期レベルのスケーリング則」

書面

佐藤智美氏及び堤英明氏による「2011年
原審第21準備佐穂・堤 （~012 ) 福島県浜通り付近の正断層の地震の短周
書面

30 乙105
期レベルと伝播経路・地盤増幅特性J

サマビルほか式
M。＝7.5×1018(Mw6.5相当）未満の地震

原判決 237 
の経験式 M0=(S/2.23×1015)3/2×10-7 

Paul Somervilleほかが執筆した論文で、ある

サマビルほか（1999)
「Characterizingcrustal earthquake slip 

原判決 30 
models for the prediction of strong ground 
motionJ 

参加入 控訴人参加人
一審被告控訴

9 
理白書

参加入準備書面（1)
参加人の平成30年6月6日付け準備書面 原審第24準備

29 (1) 書面

参加人控訴審準備書面 参加人の令和4年5月24日付け準備書面 控訴審第4準備
32 (1) (1) 書面

三連動
FO-A断層， FO-B断層及び熊川断層の 原審第33準備

56 
＝連動 書面

し

敷地近傍地下構造調査 地震基盤から表層までを対象とした地下構 原審第23準備
50 

（精査） 造調査 書面

重松氏 重松紀生産業技術総合研究所主任研究員
原審第34準備

16 
書面

四国電力 四国電力株式会社
原審第21準備

14 
書面

事故防止対策．
自然的条件及び社会的条件との関係をも含 原審第5準備書

6 
めた事故の防止対策 面

原子力規制委員会が定めるべき基準を検

地震等基準検討チーム
討するための発電用軽水型原子炉施設の

原判決 5 
地震・津波に関わる規制基準に関する検討
チーム

地震等検討小委員会 地震・津波関連指針等検討小委員会
原審第24準備

9乙117
書面

基準地震動及び耐震設計方針に係る審査
地震動審査ガイド ガイド（平成25年6月19日原管地発第13 原判決 224 乙52

06192号原子力規制委員会決定）

実用炉設置許可基準規 実用発電用原子炉及びその附属施設の位 原審第4準備書
30 貝lj 置，構造及び設備の基準に関する規則 面

-59 -



実用発電用原子炉の設置，運転等に関する
原審第4準備書

実用炉員lj 規則（昭和53年12月28日通商産業省令 20 

第77号）
函

地盤審査ガイド
基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係

原判決 217 
る審査ガイド

島崎 島崎邦彦氏 原判決 20 

島崎証言
名古屋高等裁判所金沢支部に係属する事 原審第19準備

10 平168
件での島崎氏の証言内容 書面

島崎氏が執筆した論文である「最大クラスで

鳥崎提言
はない日本海『最大クラス』の津波一過ちをl

原判決 20 
糾さないままでは『想定外』の災害が再生産
されるJにおける島崎氏の提言

日本地球惑星科学連合の2015年大会にお
いて行った発表である「j舌断層の長さから推
定する地震モーメントj，その後，島崎は，日

鳥崎発表 本地震学会の2015年度秋季大会や日本活 原判決 20 

断層学会の同年度秋季学術大会において
も向趣旨の発表をした，これらの島崎氏の
発表

島崎発表等 島崎発表及び島崎提言の総称 原判決 33 

発電用原子炉の炉心の著しい損傷及び核
3重大事故 燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は 原判決 197 

使用済燃料の著しい損傷

重大事故等
重大事故に変るおそれがある事故又は重 原審第5準備書

7 
大事故 面

重大事故等対策
重大事故止の発生紡止対策及び震大事故の 原審第5準備書

6 
拡大防対策 苗

重大事故が発生した場合における自然的条
重大事故の拡大防止対 件及び社会的条件との関係をも含めた大量 原審第5準備書

6 
策 の放射性物質が敷地外部に放出される事 面

態を防止するための安全確保対策

重大事故に至るおそれがある事故（運転時

重大事故の発生防止対
の異常な過渡変化及び設計基準事故を除

原審第5準備書
く。）が発生した場合における自然的条件及 6 

策
び社会的条件どの関係をも含めた炉心等の

面

著しい損傷を防止するための安全確保対策

常設重大事故緩和設備 震大事故緩和設備のうち常設のもの
原審第23準備

11 
書面

常設重大事故妨止設備 豪大事故防止設備のうち常設のもの
原審第23準備

10 
書面

常設耐震重要重大事故
常設重大事故防止設備であってp 耐震重要

原審第23準備
施設に属する設計基準事故対処設備が有 10 

防止設備
する機能を代替するもの

書面
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改正原子炉等規制法43条の3の23が規定
する発電用原子炉施設の位置，構造若し
くは設備が同法43条の3の6第1項4号の
基準に適合していないと認めるとき，発電用
原子炉施設が同法43条の3の14の技術上

原審第1準備書
使用停止等処分 の基準に適合していないと認めるときに，原

面
26 

子力規制委員会が，原子炉設置者に対し， ‘ 
当該発電用原子炉施設の使用の停止．改
造，修理文は移転，発電用原子炉の運転の
方法の指定その他保安のために必要な措 、

置を命ずる処分

発電用原子炉設備に関する技術基準を定
省令62号 める省令（昭和40年6月15日通商産業省 原審答弁書 7 

令第62号）

省令62号の解釈
発電用原子力設備に関する技術基準を定 原審第3準備書

19 甲56
める省令の解釈について 面

原子力規制委員会において認定された旧F
新F-6破砕帯 -6破砕帯とは異なる位置を通過する新た 原判決 52 

な破砕帯

新規制基準
設置許可基準規則及び技術基準規則等

原判決 6 
（同規則の解釈やガイドも含む）

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規
原審第4準備書

審査基準等 制に関する法律等に基づく原子力規制委員 28 
会の処分に関する審査基準等

面

震源モデル
検討用地震ごとに適切な手法を用いて震源 一審被告控訴

10 
特性パラメータを設定したモデル 理白書

震源断層モデル
検討用地震ごとに適切な手法を用いて震源 一審被告控訴

10 
特性パラメータを設定したモデル 理由書

子関炉西電設置力株変更式会許社可大申飯請発書電（3所号の及び~号用発原
原審第17準備

審査書案 電用原子炉施設の変更）に関する審査書
書面

7甲164
（案）（平成29年2月22日原子力規制委員
会 ）

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査
原審第1準備書 乙2。答弁書か

新耐震設計審査指針 指針（平成18年9月19日原子力安全委員
面

10 
ら略称を変更。

会決定）

新変更許可処分
発電用原子炉設置（変更）許可処分がされ 原審第32準備

37 
た後に，新たにされた設置変更許可処分 書面

す

推本 地震調査研究推進本部 原判決 6 

推本長期評価手法報告 推本による『「活断層の長期評価手法J報告 原審第23準備 23 乙115
書 書（暫定版）』（平成22年11月） 書面

推本レシピ
震源断層を特定した地震の強震動予測手

原判決 7 
法

せ
制御棒の挿入のために施設における安全

制御棒挿入時間 機能が損なわれないというために，帝I］御棒 原判決 48 
の挿入に要する時間

実用発電用原子炉及びその附属施設の位

設置許可基準規則
置，構造及び設備の基準に関する規則（平

原判決 4 
成29年原子力規制委員会規則第13号に
よる改正前のもの）
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設置許可基準規則51条 設置許可基準規則51条及び技術的能力審 原審第28準備
14 

等 査基準Il1. 8項 書面

実用発電用原子炉及びその附属施設の位
設置許可基準規則の解 置，構造及び設備の基準に関する規則の解 原審第5準備書

7乙44・113
釈 釈（平成25年6月19日原規技発第13061面

93号原子力規制委員会決定）

設置法
原子力規制委員会設置法（平成24年法律

原判決 5 
第47号）

そ

訴訟要件① 処分権限 原審答弁書 5 

訴訟要件③ i損害の重大性. ii補充性 原審答弁書 5 

訴訟要件④ 原告適格 原審答弁書 5 

Tこ

第2ステージ Mo（地震モーメント）＞7.5E+18Nm 
原審第21準備

44 
書面

第206回審査会合
平成27年3月13日に開催された原子力規 控訴審第4準備

40 
制委員会の第206回審査会合 書面

「耐震設計審査指針の改訂に伴う関西電力
株式会社美浜発電所1号機．高浜発電所

耐震安全性評価に対す 3, 4号機，大飯発電所3号機， 4号 機 耐 震 原審第1準備書
30 乙23

る見解 安全性に係る評価について（基準地震動の 面
策定及び主要な施設の耐震安全性評価）J
．に対する見解

設計基準対象施設のうち，地震の発生に

耐震重要施設
よって生ずるおそれがあるその安全機能の 原審第23準備

9 
喪失に起因する放射線による公衆への影響 書面

の程度が特に大きいもの

耐震重要施設等 耐震重要施設及び重大事故等対処施設
控訴審第4準備

7 
I 書面

耐震設計に係る工認審査ガイド（平成25年
原審第5準備書

耐震設計エ認審査ガイド 6月19日原管地発第1306195号原子力 8乙47
規制委員会決定）

面

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査
第略1準備書面で耐震設計審査指針 指針（平成18年9月19日原子力安全委員 原審答弁書 20 

称を変更
会決定）

武村雅之氏が執筆した論文であるI日本列

武村（1998)
島における地殻内地震のスケーリング則一

原判決 18 
地震断層の影響および地震被害との関連

断層面積S(km＇）と地震モーメントMo

武村式 (dyne・cm）の関係式 logS=1/2 logMo- 原判決 19 

10.71 (Mo孟7.5×1025dyne・cm)

武村式＋片岡ほか式手 原告らが主張する「壇ほか式」を「片岡ほか 原審第21準備
33 

法 式」に置き換えた手法 書面

田島礼子氏ほかによる「内陸地殻内および

田島ほか（2013)
沈み込みプレート境界で発生する巨大地震 原審第21準備

30 乙106
の震源パラメータに関するスケーリング員ljの 書面

比較研究」

短周期レベル
強震動予測に直接影響を与える短周期領

原判決 239 
域における加速度震源スペクトルのレベル
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壇一男氏，渡辺基史氏．佐藤俊明氏及び右
井透氏が執筆した論文である「断層の非ー

壇ほか（2001) 様すべり破壊モデルから算定される短周期 原判決 22 
レベルと半経験的波形合成法による強震動
予測のための震源断層モデル化J ‘ 

活断層で発生する地震については，最新活
動の地震による短周期レベルの想定が現
時点では不可能である一方で，想定する地

壇ほか式
震の震源域に限定しなければ，最近の地震

原判決の解析結果より短周期レベルA(N・m/s2）と 239 

地震モーメントM。（N・m）との経験的関係’

が求められるため、その短周期レベルを算
出する式 A=2.46×1010×（Mo×107) 1/3 

ち
敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調

地質審査ガイド 査に係る審査ガイド（平成2子5力年規6月19日原
管地発第1306191号原 制委員会

原判決 212 甲60，，乙45

決定）
つ

基準津波及び耐津波設計方針に係る審査
原審第26準備

津波ガイド ガイド（平成25年6月19日原管地発第13 23 乙148
06193号原子力規制委員会決定）

書面

て

発電用原子炉施設の耐震安全性に関する 原審第33準備
． 

手引き改訂案
安全審査の手引き（改訂案） 書面

28 

と

東京高裁平成17年判決 東京高等裁判所平成17年11月22日判決
原審第32準備

38 
書面

東京電力 東京電力株式会社
原審第16準備

28 
書面

な

中田教授
中田節也東京大学地震研究所火山噴火予 原審第30準備

21 
知研究センター教授（当時） 書面

ね

燃料体
発電用原子炉施設の燃料として使用する核 原審第4準備書

25 
燃料物質 面

lま

背景領域 震源断層内のアスペリティを除いた領域
一審被告控訴

56 
理白書

平成26年2月12付け「関西電力株式会社
破砕帯評価書 大飯発電所の敷地内破砕帯の評価につい 原判決 54 

てJ

破砕部
台場浜トレンチの破砕帯（本件設置変更許 原審第29準備

16 
可処分の審査書の表記に合わせるもの） 書面

発電用原子炉施設 発電用原子炉及びその附属施設 原判決 198 

発電用原子炉設置者
原子力規制委員会の発電用原子炉の設置 原審第4準備書

6 
許可を受けた者 面

ぱらつき報告書
川瀬委員作成の「経験式と地震勤評価のぱ

原判決 126 乙235
らつきに関する報告書」と題する書面
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阪南市等に居住する原 原告 X105 ．原告 X122 ．原告X123原判決 73 吉牛':::> 、 ，原告 X125 の総称

ひ

ピア・レピ、ユ一会合評価 大飯発電所の敷地内破砕帯に関する評価 原審第31準備
10 乙212

書案 書案 書面

評価書案
関西電力株式会社大飯発電所の敷地内 原審第3準備書

32 乙39
破砕帯の評価について（案） 面

ゐ、

福井地裁平成27年仮処
福井地方裁判所平成27年4月14日決定

原審第20準備
15 甲138

分決定 書面

平成23年3月11日に発生した東北地方太
福島第一原発事故 平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島 原判決 4 

第一原子力発電所の事故

福島第一発電所 東京電力株式会社福島第一原子力発電所
原審第4準備書

13 
面

,,...... 

発電用原子力設備に関する技術基準を定
原審第1準備書

平成17年5号内規 める省令の解釈について（平成17年12月 18 乙19
15日原院発第5号）

面

平成18年耐震指針
平成18年改正後の耐震設計審査指針（平 原審第24準備 9甲2 ． 

成18年9月19日原子力安全委員会決定） 書面 乙2

平成24年改正前原子炉
平成24年法律第47号による改正前の核原

原審第3準備書 8答弁書から略称
等規制法

料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に
面 を変更

関する法律 ， 

平成24年審査基準 平成24年9月19日付けの審査基準等
原審第4準備書

29 
面

平成25年審査基準 平成25年6月19日付けの審査基準等
原審第4準備書

29 
面

｜ま

核原料物質．核燃料物質及び原子炉の規
j去 制に関する法律（平成29年法律第15号に 原判決 4 

よる改正前のもの）

本件会合 原子炉施設等基準検討チーム第23回会合
原審第31準備

3 
書面

本件各原子炉
大飯発電所3号機及び4号機に係る発電用

原判決 4 
原子炉

本件各原子炉施設 本件各原子炉及びその附属施設 原判決 11 

原子力規制庁が平成24年12月に公表し
本件シミュレーション た．原子力発電所の事故時における放射性 原判決 13 

物質拡散シミュレーション

本件処分
大飯発電所3号機及び4号機に係る発電用

原判決 4 
原子炉の設置変更許可

本件資料
前原子力委員会委員長の近旗駿介氏が作 控訴審第2準備

12 甲第222号
成した資料 書面
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本件申請
大飯発電所3号機及び4号機に係る発電用

原判決 4 
原子炉の設置変更許可の申請

本件審査
本件申請に係る設置許可基準規則等への

原判決 42 
適合性審査

， 
控訴審第3準備

本件断層 rFo- A～FO- B～熊川断層J
書面

5 

本件発電所 大飯発電所 原判決 8 

本件ぱらつき条項 地震動審査ガイドの1.3.2.3(2) 原判決 40 

み

宮腰研氏らが執筆した論文である「強震動

宮腰ほか（2015)
記録を用いた震源インバージョンに基づ、く国

原判決 18 乙61
内の内陸地殻内地震の震源パラメータのス
ケーリング則の再検討J

宮腰ほか（2015）正誤 宮腰ほか（2015)（乙61）の表6の一部に 原審第18準備
12 乙85

表 ついての正誤表 書面

｜も

最高裁判所平成4年9月22日第三小法廷 原審第3準備書 ' 
もんじゅ最高裁判決

判決（民集46巻6号571ページ） 面
8 

や

山形調整官
山形浩史・重大事故対策基準統括調整官 原審第28準備

9 
（当時） 書面

山崎教授 山崎晴雄首都大学東京大学院教授（当時）
原審第30準備

21 
書面

ゆ
実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対

有効性評価ガイド
策及び格納容器破損防止対策の有効性評 原審第17準備

27 乙80
価に関する審査ガイド（平成25年6月19日 書面
原規技発第13061915号原子力規制委

よ

要対応技術情報
何らかの規制対応が必要となる可能性があ 原審第30準備
る最新知見に関する情報 書面

23 

吉岡産業技術総合研究所活断層評価研究
原審第31準備

吉岡氏 チーム長（当時） 10 
書面

れ

レシピ解説書
震源断層を特定した地震の強震動予測手 原審第27準備

8乙155
法（「レシピ」）の解説 書面

ろ

炉心 発電用原子炉の炉心 原判決 198 

発電用原子炉の炉心の著しい損傷若しくは
原審第5準備書

炉心等の著しい損傷 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体文 5 
は使用済燃料の著しい損傷

面

｜わ

渡辺氏 渡辺東洋大学教授
原審第31準備

10 
書面
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